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「
人
民
ノ
名
二
於
テ
」
論
争
の
意
味
i

酉、
γ

井

一

臣

【
要
約
】
　
本
稿
の
目
的
は
、
～
九
二
九
年
に
発
効
し
た
不
戦
条
約
に
か
ん
す
る
日
本
国
内
の
諸
議
論
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
交
の
民
主
化
と
国

際
協
調
外
交
の
関
係
を
探
る
こ
と
で
あ
る
。
不
戦
条
約
は
国
際
的
平
和
宣
言
と
い
う
性
格
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
で
は
、
条
約
中
の
一
節
「
人

民
ノ
名
二
於
テ
」
が
天
皇
大
権
を
侵
す
と
の
批
判
が
で
て
政
治
問
題
化
し
た
。
こ
の
文
需
を
め
ぐ
り
、
熱
学
的
な
不
毛
な
論
争
が
行
わ
れ
た
が
、
条
約
に

実
効
性
が
な
い
点
、
外
交
の
民
主
化
に
慎
重
で
あ
る
点
で
は
、
意
見
が
～
致
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
信
夫
淳
平
な
ど
、
条
約
を
高
く
評
価
す
る
論

者
は
、
「
国
民
外
交
」
す
な
わ
ち
外
交
の
民
主
化
を
重
視
し
て
い
た
。
こ
こ
に
条
約
を
め
ぐ
る
重
大
な
論
点
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
自
衛
権
の
範
囲
な
ど

の
論
点
と
と
も
に
、
外
交
の
民
主
化
に
つ
い
て
も
議
論
は
深
ま
ら
ず
、
政
争
の
面
だ
け
が
注
目
さ
れ
て
、
「
人
民
ノ
名
二
重
テ
」
の
一
節
は
日
本
に
適
用

さ
れ
な
い
と
の
条
件
を
つ
け
て
条
約
は
批
准
さ
れ
た
。
結
論
と
し
て
、
国
際
協
調
主
義
者
で
さ
え
、
そ
の
多
く
が
「
国
民
外
交
」
の
問
題
に
背
を
向
け
た

点
が
日
本
外
交
混
迷
の
一
因
と
な
っ
て
い
く
こ
と
を
指
摘
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
穴
二
三
号
　
二
〇
一
三
年
五
月

は
　
じ
　
め
　
に

本
稿
の
目
的
は
、
一
九
二
九
年
に
発
効
し
た
戦
争
抱
棄
に
関
す
る
条
約
（
以
下
、
「
不
戦
条
約
」
と
略
す
）
に
か
ん
す
る
諸
議
論
、
と
り
わ
け
条

約
中
の
文
言
「
各
自
ノ
人
民
ノ
名
二
於
テ
」
を
め
ぐ
る
論
争
の
考
察
か
ら
、
国
際
協
調
を
認
め
る
な
か
に
あ
っ
て
外
交
の
民
主
化
が
ど
の
よ
う

な
位
遣
づ
け
を
さ
れ
て
い
た
の
か
を
探
る
こ
と
で
あ
る
。



不戦条約論再考（酒井）

　
不
戦
条
約
は
、
最
終
的
に
六
三
力
国
が
参
加
し
た
重
要
な
国
際
条
約
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
実
効
的
な
戦
争
防
止
手
段
が
不
完
全
で
あ
っ
た

点
、
条
約
締
結
後
数
年
で
満
州
事
変
な
ど
の
侵
略
戦
争
が
お
き
た
点
か
ら
、
日
本
外
交
史
の
文
脈
で
は
、
同
じ
く
戦
争
防
止
を
目
的
と
し
た
国

際
連
盟
や
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
の
諸
条
約
に
く
ら
べ
て
、
戦
間
期
の
一
挿
話
と
し
て
軽
く
扱
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
日
本
の
外
交
政
策
の
な
か
で
不
戦
条
約
の
意
義
を
考
察
し
た
大
畑
篤
四
郎
は
、
「
対
華
政
策
に
つ
い
て
列
国
協
調
を
確
保
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

こ
と
に
条
約
参
加
の
目
的
が
あ
っ
た
」
と
し
、
「
人
民
ノ
部
面
於
テ
」
と
の
文
言
が
政
治
問
題
化
し
た
こ
と
は
、
「
条
約
の
本
質
に
触
れ
る
議
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

で
は
な
く
派
生
的
な
問
題
」
で
「
党
利
党
略
」
に
利
用
さ
れ
た
と
評
価
し
て
い
る
。
ま
た
、
内
政
史
の
観
点
か
ら
は
、
「
倉
富
勇
三
郎
日
記
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

な
ど
を
利
用
し
て
枢
密
院
の
役
割
が
解
明
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
研
究
は
、
不
戦
条
約
締
結
過
程
を
題
材
と
し
て
外
交
問
題
を
め
ぐ
る
権

力
関
係
や
政
策
決
定
過
程
を
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、
条
約
の
意
義
に
深
入
り
し
た
も
の
で
は
な
く
、
条
約
を
挿
話
的
に
捉
え
る
従
来
か
ら
の
視

点
の
枠
内
に
あ
る
。

　
一
方
、
国
際
法
思
想
・
国
際
秩
序
論
の
研
究
で
は
、
面
繋
期
の
国
際
秩
序
認
識
の
変
化
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
な
か
、
そ
う
し
た
文
脈

で
不
戦
条
約
の
意
義
を
積
極
的
に
評
価
す
る
も
の
も
あ
る
。

　
国
際
法
史
の
観
点
で
は
、
大
沼
保
昭
が
、
戦
争
違
法
化
（
o
葺
訂
≦
姥
o
h
≦
母
）
運
動
の
結
実
と
し
て
の
不
戦
条
約
を
、
「
国
家
行
動
の
違
法
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
認
定
基
準
漏
及
び
「
戦
争
違
法
観
を
再
確
認
す
る
積
極
的
武
器
」
に
な
っ
た
と
評
価
し
て
い
る
。
ま
た
、
篠
原
初
枝
は
、
国
際
法
に
規
範
性

を
求
め
る
よ
う
に
な
る
ア
メ
リ
カ
国
際
法
学
の
流
れ
の
な
か
に
不
戦
条
約
を
位
置
づ
け
、
預
末
な
解
釈
に
終
始
し
た
日
本
と
ア
メ
リ
カ
の
平
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

と
戦
争
に
対
す
る
認
識
の
差
違
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
国
際
秩
序
論
の
視
点
か
ら
、
小
林
啓
治
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
と
ロ
シ
ア
革
命
に
よ
り
「
文
明
国
の
み
を
法
主
体
と
す
る
国
際
法
の

組
替
え
を
迫
」
ら
れ
て
い
た
近
代
国
際
法
体
系
の
脈
絡
に
不
戦
条
約
を
お
き
、
大
陸
政
策
を
す
す
め
る
な
か
で
の
自
衛
権
問
題
、
対
等
な
国
家

と
し
て
条
約
に
参
加
す
る
中
国
と
の
関
係
性
、
人
民
の
名
に
お
い
て
条
約
を
締
結
す
る
発
想
と
日
本
の
国
家
体
制
に
つ
い
て
、
日
本
が
抱
え
た

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

矛
盾
を
指
摘
し
て
い
る
。
伊
香
俊
哉
は
、
「
満
州
事
変
に
至
る
　
つ
の
流
れ
は
、
第
一
次
大
戦
後
の
戦
争
違
法
化
へ
の
日
本
の
適
応
拒
否
の
蓄
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積
」
と
し
、
不
戦
条
約
の
適
用
を
免
れ
る
自
衛
権
の
行
使
を
「
正
当
防
衛
的
」
な
も
の
で
は
な
く
「
自
己
保
存
権
的
」
な
も
の
に
解
釈
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

き
、
対
中
武
力
行
使
を
正
当
化
し
た
と
論
じ
て
い
る
。
山
室
信
一
は
、
非
戦
思
想
の
連
環
の
な
か
に
不
戦
条
約
を
位
置
づ
け
、
「
制
度
と
し
て

の
戦
争
」
を
法
体
系
か
ら
追
放
す
る
試
み
は
い
っ
た
ん
は
空
洞
化
し
た
が
、
日
本
国
憲
法
第
九
条
と
し
て
再
登
場
し
た
と
の
解
釈
を
示
し
て
い

⑧
る
。　

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
研
究
成
果
を
ふ
ま
え
、
あ
ら
た
め
て
「
人
民
ノ
名
二
七
テ
」
と
い
う
文
言
を
め
ぐ
る
論
争
に
着
目
し
た
い
。
大
畑
篤

四
郎
が
論
じ
る
よ
う
に
、
こ
の
文
言
は
、
国
策
と
し
て
の
戦
争
放
棄
と
い
う
条
約
の
主
目
的
に
は
関
係
せ
ず
、
政
治
的
に
利
用
す
る
目
的
で
問

題
視
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
文
言
へ
の
賛
成
・
反
対
を
問
わ
ず
、
議
論
は
お
お
む
ね
あ
げ
足
と
り
の
水
掛
け
論
に
な
っ
た
。
し
か
し
、

こ
と
が
天
皇
大
権
に
か
か
わ
る
と
さ
れ
た
だ
け
に
、
論
争
は
激
化
し
て
著
名
な
国
際
法
学
者
や
政
治
学
者
が
議
論
に
く
わ
わ
っ
て
い
っ
た
。
第

一一

ﾍ
で
み
る
よ
う
に
、
石
門
家
の
議
論
も
、
国
際
法
や
英
語
学
の
知
識
を
衝
学
的
に
羅
列
し
た
も
の
が
多
く
、
さ
ほ
ど
有
意
義
な
も
の
に
は
な

ら
な
か
っ
た
。
そ
う
と
は
い
え
、
文
言
の
支
持
派
と
反
対
派
の
間
に
は
、
戦
争
の
違
法
化
や
国
際
秩
序
に
つ
い
て
の
認
識
の
違
い
が
あ
る
こ
と

が
、
そ
の
言
論
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
相
違
の
本
質
に
は
な
に
が
あ
っ
た
の
か
。
こ
れ
を
を
明
ら
か
に
す
る
の

が
、
本
稿
の
主
た
る
論
点
と
な
る
。
な
お
、
小
林
啓
治
は
、
「
人
罠
ノ
名
二
於
テ
」
と
い
う
文
言
は
国
際
平
和
と
人
民
の
か
か
わ
り
方
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

て
の
薪
た
な
視
点
を
提
起
す
る
も
の
で
、
日
本
の
国
家
体
制
と
鋭
く
矛
盾
し
た
と
し
て
い
る
が
、
「
新
た
な
視
点
」
が
日
本
で
は
ど
の
よ
う
に

認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
れ
に
対
す
る
古
い
視
点
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
憲
法
体
制
と
の
関
連
で
は
な
く
、
外
交

の
民
主
化
の
観
点
か
ら
議
論
を
展
開
し
て
い
く
。

　
と
こ
ろ
で
、
不
戦
条
約
に
つ
い
て
、
実
効
性
の
な
い
理
想
を
う
ち
だ
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
評
価
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
「
人
民
ノ

名
園
於
テ
」
の
文
書
反
対
派
は
も
ち
ろ
ん
支
持
派
の
多
く
も
、
戦
争
廃
絶
を
掲
げ
る
か
つ
て
例
の
な
い
国
際
条
約
を
、
こ
れ
も
例
の
な
い
「
人

民
ノ
名
二
面
テ
」
締
結
す
る
こ
と
に
違
和
感
を
も
っ
た
の
は
で
は
な
い
か
。
違
和
感
を
も
っ
た
の
は
、
日
本
が
国
際
平
和
を
望
む
国
際
世
論
や

新
し
い
国
際
法
学
の
動
向
に
鈍
感
だ
っ
た
か
ら
な
の
か
。
ま
ず
は
、
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
不
戦
条
約
が
ど
の
よ
う
な
意
図
で
提
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起
さ
れ
、
そ
れ
を
日
本
側
が
ど
う
評
価
し
た
の
か
に
つ
い
て
論
じ
て
い
き
た
い
。

　
①
大
畑
篤
四
郎
門
不
戦
条
約
と
日
本
一
田
中
外
交
の
～
測
面
一
」
欄
国
際
政

　
　
治
』
二
八
、
一
九
六
五
年
、
八
三
頁
。

　
②
同
「
不
戦
条
約
中
の
「
人
民
ノ
名
駅
於
テ
」
の
問
題
偏
欄
早
稲
田
法
学
匝
第
四

　
　
四
巻
第
一
・
二
口
万
、
　
一
九
六
八
年
、
二
七
百
ハ
。

　
③
川
上
寿
代
「
不
戦
条
約
問
題
と
枢
密
院
」
『
日
本
歴
史
幽
第
五
六
五
号
、
一
九

　
　
九
五
年
。
竹
内
桂
「
不
戦
条
約
の
批
准
問
題
一
田
中
義
一
内
閣
と
枢
密
院
と
の

　
　
交
渉
過
程
を
中
心
に
一
」
『
駿
台
史
学
馳
第
＝
二
四
号
、
二
〇
〇
八
年
。

　
④
大
沼
保
昭
魍
戦
争
責
任
論
序
説
隔
東
京
大
学
出
版
会
、
｝
九
七
五
年
、
七
〇
～

　
　
九
七
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
章
　
不
戦
条
約
の
意
義

　
一
九
二
八
年
八
月
二
七
日
、
パ
リ
の
外
務
省
「
時
計
の
間
」

三
条
は
発
効
手
続
き
に
か
ん
す
る
内
容
で
あ
る
か
ら
、

⑤
篠
原
初
枝
㎎
戦
争
の
法
か
ら
平
和
の
法
念
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
、

　
第
一
二
章
。

⑥
　
小
林
啓
治
『
国
際
秩
序
の
形
成
と
近
代
日
本
㎞
吉
辮
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
、

　
第
三
章
。

⑦
極
香
俊
哉
『
近
代
日
本
と
戦
争
違
法
化
体
制
㎞
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
、

　
序
章
、
第
　
章
。

⑧
山
室
信
～
『
憲
法
九
条
の
思
想
水
脈
㎞
朝
日
選
書
、
二
〇
〇
七
年
、
一
八
五
～

　
二
〇
六
頁
。

⑨
小
林
『
国
際
秩
序
の
形
成
と
近
代
日
本
輪
、
一
四
二
～
一
四
三
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
　
で
調
印
さ
れ
た
不
戦
条
約
は
、
三
か
条
か
ら
な
る
簡
潔
な
も
の
で
あ
っ
た
。

実
質
的
に
は
次
の
二
か
条
に
よ
っ
て
戦
争
放
棄
が
規
定
さ
れ
た
と
い
え
る
。

第

不戦条約論再考（酒井）

第
｝
条
　
締
約
国
ハ
國
際
紛
争
解
決
ノ
為
戦
争
上
訴
フ
ル
コ
ト
ヲ
非
ト
シ
且
其
ノ
相
互
関
係
二
於
テ
国
家
ノ
手
段
ト
シ
テ
ノ
戦
争
ヲ
抱
棄
ス
ル
コ
ト
ヲ
其
ノ

各
自
ノ
人
民
ノ
名
に
於
テ
厳
齋
二
宣
言
ス

第
二
条
　
締
約
国
士
相
互
間
二
起
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
キ
一
切
ノ
紛
争
又
ハ
紛
議
ハ
其
ノ
性
質
前
門
起
因
ノ
如
何
ヲ
問
ハ
ズ
平
和
的
手
段
二
依
ル
ノ
外
之
が
処
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

又
ハ
解
決
ヲ
求
メ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
約
ス

こ
こ
で
は
、
戦
争
を
放
棄
し
て
平
和
的
手
段
に
よ
っ
て
紛
争
解
決
を
は
か
る
こ
と
が
う
た
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
具
体
的
な
紛
争
処
理
方
法
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や
条
約
違
反
国
の
へ
対
処
策
は
決
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
国
際
的
な
平
和
宣
言
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
不
戦
条
約
は
、
～
九
二
七
年
四
月
六
日
に
フ
ラ
ン
ス
の
ブ
リ
ア
ン
外
相
が
「
フ
ラ
ン
ス
は
合
衆
国
と
、
ア
メ
リ
カ
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
戦
争

違
法
化
」
に
関
す
る
相
互
協
定
を
締
結
す
る
準
備
が
あ
る
こ
と
を
公
に
す
る
」
と
の
ア
メ
リ
カ
国
民
向
け
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
っ
た
こ
と
に
端
を

　
　
③

発
し
た
。
ブ
リ
ア
ン
の
意
図
は
、
ア
メ
リ
カ
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
安
全
保
障
問
題
に
巻
き
込
ん
で
ド
イ
ツ
を
牽
制
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
ア
メ

リ
カ
政
府
は
当
初
、
戦
争
養
鰻
に
類
す
る
条
約
は
現
実
的
で
は
な
い
と
し
て
否
定
的
だ
っ
た
。
し
か
し
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
で
は
有
力
な
知
識

人
も
く
わ
わ
っ
た
戦
争
違
法
化
運
動
が
さ
か
ん
で
あ
り
、
平
和
志
向
の
強
か
っ
た
世
論
の
動
向
に
も
配
慮
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
ブ
リ
ア
ン

の
提
案
が
旦
川
里
的
に
議
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ブ
リ
ア
ン
が
ア
メ
リ
カ
国
民
に
直
接
訴
え
た
の
は
、
こ
う
し
た
情
勢
を
利
用
す
る
た
め
で

　
　
　
④

も
あ
っ
た
。
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
不
戦
条
約
は
、
そ
の
原
点
の
段
階
か
ら
旦
構
体
的
な
外
交
政
策
と
い
う
よ
り
は
、
世
論
へ
の

対
応
策
ま
た
は
迎
合
策
と
い
う
面
が
強
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
二
七
年
六
月
に
ブ
ラ
イ
ア
ン
が
最
初
に
提
示
し
た
「
米
仏
恒
久
平
和

条
約
案
」
の
段
階
か
ら
「
フ
ラ
ン
ス
国
民
と
ア
メ
リ
カ
国
民
の
名
に
お
い
て
」
（
言
子
。
嵩
罠
①
9
葺
Φ
写
Φ
旨
9
需
8
δ
磐
◎
夢
①
0
8
。
竃
。
｛
普
Φ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

¢
巳
審
住
曽
9
。
什
Φ
ω
9
》
ヨ
豊
。
p
）
と
い
う
一
般
に
条
約
に
は
使
用
さ
れ
な
い
一
節
が
含
ま
れ
て
い
た
の
も
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
後
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
、
ブ
ラ
イ
ア
ン
の
隠
さ
れ
た
意
図
を
排
除
す
る
た
め
、
二
国
間
条
約
を
拒
否
し
、
多
難
問
条
約
と
し
て
不
戦
条

約
を
成
立
さ
せ
る
方
針
を
示
し
た
。
多
数
国
の
了
承
を
得
る
た
め
、
条
約
案
は
一
層
差
し
障
り
の
な
い
表
現
に
改
め
ら
れ
、
自
衛
の
た
め
の
戦

争
は
対
象
外
で
あ
る
と
い
う
原
則
も
確
認
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
、
条
約
が
い
わ
ゆ
る
モ
ン
ロ
ー
主
義
の
障
害
に
な
ら
な

い
点
は
上
院
の
批
准
を
え
る
た
め
に
重
要
で
あ
っ
た
し
、
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
は
、
広
大
な
植
民
地
支
配
に
必
要
な
武
力
行
使
の
障
害
に
な
ら

な
い
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
不
戦
条
約
を
成
立
さ
せ
る
に
は
、
実
効
性
が
な
く
拘
束
力
が
弱
い
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
立
案
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

た
ち
は
戦
争
放
棄
や
戦
争
違
法
化
が
言
葉
の
み
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
了
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ろ
う

　
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
日
本
側
に
も
同
様
の
認
識
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
東
京
朝
日
新
聞
社
の
町
田
梓
櫻
は
、
「
不
戦
条
約
が
た
と
へ
米

国
の
主
張
す
る
如
く
単
に
米
仏
間
の
問
題
に
止
ま
ら
ず
、
其
他
の
大
国
の
問
に
～
般
原
則
と
し
て
纏
る
と
し
て
も
、
其
の
実
際
上
の
効
果
に
は
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重
き
を
お
く
こ
と
が
出
来
な
い
」
と
し
、
「
米
国
が
一
方
に
不
戦
条
約
の
一
般
化
を
提
唱
し
つ
つ
、
一
方
に
海
軍
の
大
拡
張
を
計
画
す
る
所
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

甚
し
き
矛
盾
が
存
在
す
る
け
れ
ど
も
、
私
を
以
て
之
を
見
れ
ば
不
戦
条
約
そ
の
も
の
が
一
種
の
政
治
的
遊
戯
に
過
ぎ
な
い
」
と
し
て
い
た
。
国

際
法
学
者
の
蜷
川
新
は
、
「
兎
に
角
我
等
は
血
を
好
む
と
富
＝
冨
す
る
国
民
は
な
く
、
我
等
は
侵
略
せ
ざ
る
可
ら
ず
と
宣
言
し
て
戦
争
す
る
国
民

も
な
い
。
…
…
人
間
一
個
人
の
道
徳
に
よ
れ
ば
、
　
身
を
他
の
為
め
に
犠
牲
に
す
る
の
が
君
子
の
心
掛
で
あ
ら
う
が
、
一
国
民
（
ネ
ー
シ
ョ
ン
）

は
、
そ
う
は
参
ら
ず
、
争
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
生
じ
来
り
、
戦
わ
ざ
る
可
ら
ざ
る
事
件
が
突
発
し
、
又
は
徐
々
と
生
ず
る
の
を
浮
世
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

る
」
の
で
あ
り
、
「
空
想
的
外
交
論
は
理
解
し
得
ざ
る
も
の
」
と
条
約
を
批
判
し
た
。

　
一
方
、
露
骨
な
権
力
政
治
を
是
と
す
る
立
場
か
ら
で
は
な
く
、
よ
り
具
体
的
に
制
度
的
な
整
合
性
の
欠
如
と
い
う
点
か
ら
の
批
判
も
あ
っ
た
。

当
時
、
多
国
聞
の
戦
争
防
止
策
と
し
て
国
際
司
法
裁
判
所
に
お
け
る
紛
争
の
司
法
的
解
決
を
規
定
し
た
国
際
連
盟
規
約
が
存
在
し
、
一
九
二
五

年
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
現
状
維
持
と
紛
争
の
平
和
的
解
決
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
間
の
仲
裁
裁
判
条
約
締
結
を
主
軸
と
す
る
ロ
カ
ル
ノ
条
約
が

結
ば
れ
て
い
た
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
は
、
一
九
一
三
～
一
四
年
に
ブ
ラ
イ
ア
ン
国
務
長
官
の
構
想
に
よ
る
総
括
的
か
つ
義
務
的
な
調
停
機
関
に

よ
る
紛
争
処
理
条
約
を
主
要
国
（
日
本
は
未
加
盟
）
と
締
結
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
紛
争
処
理
構
想
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
い
か
な
る
機
関

が
い
か
に
し
て
国
家
主
権
を
制
限
し
て
条
約
を
守
ら
せ
る
の
か
、
ま
た
そ
も
そ
も
国
際
紛
争
と
し
て
ど
こ
ま
で
を
管
轄
す
る
の
か
と
い
う
点
で

　
　
⑨

あ
っ
た
。
こ
れ
に
関
連
し
て
神
川
彦
松
は
、
不
戦
条
約
が
「
国
際
法
律
上
に
於
て
も
亦
国
際
政
治
上
に
於
て
も
多
大
の
意
義
を
有
す
る
」
と
し

た
上
で
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
。

不戦条約論再考（酒井）

若
し
不
戦
条
約
が
其
の
掲
ぐ
る
所
の
不
戦
目
的
を
実
現
せ
ん
と
せ
ば
、
完
全
な
る
国
際
司
法
裁
判
所
、
首
際
仲
裁
々
判
所
、
国
際
調
停
委
員
会
の
設
立
を
為

さ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
当
然
の
必
要
で
あ
る
。
然
る
に
不
戦
条
約
の
提
唱
国
た
る
米
国
は
、
国
際
裁
判
機
関
と
し
て
は
単
に
ヘ
ー
グ
の
平
和
条
約
に
よ
る
仲

裁
々
判
所
を
認
め
る
の
み
で
あ
る
。
調
停
機
関
と
し
て
は
ブ
ラ
イ
ア
ン
条
約
に
よ
る
講
停
機
関
を
認
め
る
に
過
ぎ
な
い
。
米
国
は
未
だ
常
設
国
際
司
法
裁
判

所
に
未
だ
に
参
加
し
て
み
な
い
の
で
あ
る
。
斯
の
如
き
現
状
を
以
て
果
し
て
不
戦
条
約
の
標
榜
す
る
所
の
圃
際
紛
争
の
平
和
的
処
理
を
完
う
し
得
る
も
の
な
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り
や
否
や
は
問
は
ず
し
て
明
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
…
…
又
超
国
家
が
国
際
法
に
反
し
て
侵
略
行
為
に
出
た
る
場
合
に
於
て
之
を
懲
罰
す
る
の
実
力
機
関
が

存
在
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
…
…
然
る
に
不
戦
条
約
は
制
裁
問
題
に
関
し
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

度
に
反
抗
の
声
を
掲
げ
て
居
る
。

…
書
も
触
れ
て
み
な
い
、
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
の
輿
論
は
常
に
此
の
種
の
制
裁
鋼
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国
際
紛
争
の
仲
裁
も
し
く
は
司
法
的
解
決
の
問
題
点
は
神
川
の
指
摘
の
通
り
で
あ
り
、
条
約
文
を
み
る
限
り
不
戦
条
約
に
実
効
性
を
求
め
る

の
は
困
難
で
あ
っ
た
。

　
く
わ
え
て
、
不
戦
条
約
の
提
案
に
対
す
る
日
本
側
の
論
調
で
多
く
見
ら
れ
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
独
善
性
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。
ア
メ

リ
カ
の
外
交
方
針
や
不
戦
条
約
を
全
面
的
に
否
定
す
る
論
者
は
と
も
か
く
と
し
て
、
戦
争
放
棄
に
希
望
を
抱
く
立
場
か
ら
も
、
疑
義
が
投
げ
か

け
ら
れ
た
。
不
戦
条
約
は
軍
縮
や
戦
争
防
止
の
た
め
の
各
国
間
の
安
全
を
保
障
す
る
制
度
に
な
る
と
評
価
し
た
清
沢
洌
は
、
ア
メ
リ
カ
の
「
得

手
勝
手
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
批
判
し
た
。

多
辺
的
な
条
約
を
結
ぶ
の
で
あ
れ
ば
、
す
で
に
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
国
際
連
盟
に
加
入
し
、
こ
れ
を
利
用
し
て
岡
じ
目
的
を
達
す
る
の
が
正
道
で
あ
る
。

…
…
米
国
が
非
戦
条
約
中
に
除
外
例
を
驚
く
る
こ
と
は
何
と
し
て
も
許
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
。
米
国
は
除
外
例
の
中
に
モ
ン
ロ
ー
主
義
を
あ
げ
て
い

み
る
。
も
し
日
本
が
こ
れ
に
対
し
て
支
那
が
東
洋
の
問
題
な
る
故
に
、
こ
の
非
戦
条
約
か
ら
除
外
せ
よ
と
い
は
ば
、
米
国
は
こ
れ
を
承
諾
す
る
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

・
…
米
国
が
国
内
問
題
－
移
民
問
題
を
非
戦
条
約
の
中
に
含
ま
し
得
な
い
こ
と
に
よ
り
、
日
本
に
関
す
る
限
り
殆
ん
ど
意
味
を
な
さ
な
い
…

　
清
沢
は
、
不
戦
条
約
を
無
意
味
と
決
め
つ
け
る
論
者
と
は
違
い
、
理
想
実
現
の
機
会
を
損
な
う
も
の
と
し
て
右
の
指
摘
を
し
た
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
条
約
に
実
効
性
が
な
い
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。

　
夢
想
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
戦
争
違
法
化
を
掲
げ
た
多
国
間
条
約
が
成
立
し
つ
つ
あ
っ
た
が
、
実
際
に
外
交
政
策
を
担
当
す
る
政
治
家
や
外



交
官
は
、
理
念
や
理
想
を
利
害
関
係
が
最
重
要
視
さ
れ
る
現
実
主
義
の
な
か
で
換
骨
奪
胎
し
て
い
き
、
従
来
の
国
際
秩
序
と
整
合
性
を
保
と
う

と
し
た
。
こ
う
し
た
不
戦
条
約
へ
の
認
識
は
、
評
論
家
の
み
な
ら
ず
当
然
締
結
各
国
当
局
に
も
共
有
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
も
無
理
は
な
い
で

あ
ろ
う
。
当
時
の
日
本
を
代
表
す
る
国
際
法
学
者
で
あ
っ
た
立
作
太
郎
は
、
不
戦
条
約
が
「
戦
争
に
訴
ふ
る
を
総
て
非
な
り
と
す
る
の
絶
対
的

宣
言
」
で
は
な
く
、
条
約
加
盟
国
間
で
の
平
和
的
紛
争
処
理
を
約
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
し
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
た
。

不
戦
条
約
は
、
締
約
国
間
に
於
て
戦
争
を
行
は
ざ
る
の
原
則
的
の
義
務
を
定
め
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
締
約
叢
誌
に
於
て
も
自
衛
権
に
関
係
す
る
場
合
又
は

国
際
連
盟
規
約
等
の
既
存
条
約
に
関
係
す
る
場
合
等
に
於
て
は
、
強
力
を
用
ふ
る
を
得
べ
き
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
…
…
不
戦
条
約
の

み
を
取
り
て
単
独
に
之
を
見
る
と
き
は
、
其
の
実
効
的
価
値
の
稀
少
な
る
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。
不
戦
条
約
の
実
効
的
価
値
を
加
へ
し
む
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

為
に
は
、
別
に
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
方
法
の
発
達
を
致
す
の
道
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。

不戦条約論再考（酒井）

　
立
は
外
務
省
の
事
実
上
の
国
際
法
顧
問
で
あ
り
、
こ
う
し
た
不
戦
条
約
の
解
釈
が
、
当
時
の
日
本
の
学
界
の
主
流
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

府
見
解
に
近
い
解
釈
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
そ
う
し
た
点
を
逆
手
に
と
っ
て
考
え
れ
ば
、
外
交
上
の
遊
戯
に
す
ぎ
な
い
無
効
力
の
不
戦
条
約
を
認
め
た
か
ら
と
い
っ
て
日
本

の
国
益
が
即
座
に
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
か
っ
た
と
も
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
閣
議
で
は
、
自
衛
権
の
適
用
に
か
ん
し
て
中
国
問
題
で
出
兵

す
る
場
合
に
備
え
て
留
保
を
す
べ
き
だ
と
の
意
見
も
出
た
が
、
森
恪
外
務
政
務
次
官
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
個
別
問
題
で
の
留
保
は
望
ま

し
く
な
い
と
説
明
し
た
。
す
な
わ
ち
、
留
保
を
す
れ
ば
「
帝
国
現
在
ノ
薄
書
行
動
二
対
シ
疑
惑
ヲ
深
メ
」
る
こ
と
に
な
り
、
「
自
衛
権
ナ
ル
概

念
ハ
国
際
法
二
明
確
ヲ
欠
ク
ノ
短
所
ア
ル
ト
錐
同
時
二
之
レ
カ
為
広
汎
ナ
ル
解
釈
ヲ
立
ツ
ル
ヲ
得
ル
ノ
長
所
」
が
あ
る
の
で
、
「
自
衛
権
ナ
ル

用
語
ヲ
以
テ
漠
然
タ
ル
留
保
ヲ
為
ス
ニ
止
メ
万
一
英
米
ノ
間
二
論
争
ヲ
生
シ
タ
ル
場
合
前
触
第
二
次
ノ
討
論
者
ト
シ
テ
適
当
二
忍
摺
有
利
ナ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

結
論
二
親
ク
コ
ト
山
窟
ヲ
致
ス
ヲ
得
策
ト
考
フ
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
寝
た
子
を
起
こ
す
よ
う
な
こ
と
は
せ
ず
、
「
英
米
二
対
シ
テ
ハ
我
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⑮

外
交
方
針
回
付
誤
解
ナ
カ
ラ
シ
メ
以
テ
対
支
政
策
上
平
迄
モ
協
調
ノ
態
度
ヲ
持
続
セ
シ
ム
ル
」
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
解
釈
に
よ
っ
て
不
戦
条

約
が
妨
げ
に
は
な
ら
な
い
よ
う
に
す
れ
ば
問
題
な
い
と
の
認
識
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
思
惑
も
あ
り
、
結
局
日
本
政
府
は
「
今
般
提
示
セ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

レ
タ
ル
案
文
ノ
儘
本
条
約
二
署
名
」
す
る
と
の
対
米
回
答
を
発
し
、
内
田
康
哉
枢
密
顧
問
官
が
全
権
と
し
て
調
印
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

　
規
範
的
側
面
が
重
視
さ
れ
て
い
く
国
際
法
体
系
の
変
化
を
重
視
す
る
研
究
で
は
、
国
際
法
学
の
先
駆
的
立
場
の
議
論
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
視

点
か
ら
不
戦
条
約
の
意
義
を
考
察
す
る
傾
向
が
強
い
が
、
少
な
く
と
も
、
日
本
政
府
は
そ
う
し
た
国
際
法
体
系
や
思
想
の
変
化
に
は
無
関
心
で
、

従
来
の
国
際
条
約
に
対
す
る
の
と
同
様
、
国
際
政
治
の
動
向
を
見
つ
め
つ
つ
自
国
権
益
を
護
持
す
る
と
い
う
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て

お
き
た
い
。
ま
た
、
戦
争
違
法
化
の
実
現
を
疑
う
見
解
は
、
専
門
家
に
も
多
く
あ
っ
た
こ
と
に
も
注
意
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
一
方
、
戦
争
放
棄
に
直
接
関
係
し
な
い
こ
と
な
が
ら
、
政
府
が
当
初
か
ら
気
に
か
け
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
～
九
二
八
年
四
月
二
二
日
と

～
＝
日
に
不
戦
条
約
の
ア
メ
リ
カ
案
と
フ
ラ
ン
ス
案
が
示
さ
れ
て
問
も
な
い
五
月
一
日
付
け
の
外
務
省
条
約
局
で
の
条
約
案
研
究
で
、
「
米
十

二
、
、
ぎ
讐
①
口
磐
Φ
。
願
陛
Φ
騨
退
園
①
o
け
ぞ
①
℃
①
o
覚
Φ
ω
．
．
ト
ア
ル
処
之
ハ
我
憲
法
上
穏
当
ナ
ラ
サ
ル
ニ
付
削
除
ス
ル
ヲ
可
ト
ス
ヘ
シ
」
と
の
指
摘

　
　
　
　
⑰

が
な
さ
れ
た
。
六
月
七
日
に
は
、
在
米
沢
田
節
蔵
代
理
大
使
に
こ
の
一
節
の
削
除
を
希
望
す
る
の
で
ア
メ
リ
カ
側
の
意
向
を
確
認
す
る
よ
う
訓

令
が
出
さ
れ
、
＝
一
日
に
ア
メ
リ
カ
の
オ
ル
ズ
国
務
次
宮
か
ら
沢
田
に
口
頭
で
最
初
の
回
答
が
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
オ
ル
ズ
は
「
5
爵
Φ

轟
ヨ
Φ
9
臼
Φ
騨
諾
超
①
o
幽
く
Φ
め
Φ
o
b
δ
ω
」
は
「
専
ラ
政
治
的
考
慮
ヨ
リ
シ
テ
～
般
人
民
ノ
気
受
ケ
好
キ
字
旬
ヲ
使
用
シ
度
キ
希
望
」
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

字
句
変
更
は
困
難
で
あ
る
と
述
べ
た
。
人
気
取
り
の
た
め
だ
と
は
、
い
か
に
内
々
の
会
談
と
は
い
え
露
骨
な
表
現
だ
っ
た
が
、
こ
れ
が
ア
メ
リ

カ
政
府
の
本
音
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
先
に
み
た
と
お
り
で
あ
る
。
六
月
三
〇
日
に
は
正
式
に
「
人
民
ノ
名
二
世
テ
」
の
字
句
削
除
の
申
し
入
れ

が
訓
令
さ
れ
た
。
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・
…
：
字
義
ト
シ
テ
ハ
「
名
二
塁
テ
」
ト
云
フ
以
上
「
代
表
シ
テ
」
即
チ
「
蝉
伽
q
Φ
導
ト
シ
テ
」
ト
解
釈
ス
ル
ノ
外
ナ
ク
斯
ク
ノ
如
キ
ハ
国
家
ノ
主
権
ハ
人
民
二

在
リ
ト
ス
ル
思
想
ヲ
前
提
ト
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
歪
力
憲
法
上
ノ
解
釈
ト
シ
テ
ハ
容
認
シ
難
キ
所
ナ
リ
…
…
仮
リ
ニ
政
府
相
輿
テ
調
印
ス
ル
モ
批
准
二
際



シ
枢
密
院
二
於
テ
問
題
ヲ
生
ス
ル
虞
ア
リ
：

⑲

不戦条約論再考（酒井）

　
こ
の
訓
令
で
、
政
府
は
、
「
ぎ
践
Φ
爵
ヨ
Φ
o
血
は
「
蝉
α
q
窪
こ
に
当
た
る
、
つ
ま
り
代
理
関
係
を
意
味
す
る
と
の
解
釈
を
示
し
て
い
た
。
ま

た
、
「
燭
8
0
δ
ω
」
の
訳
語
を
そ
れ
ま
で
の
「
国
民
」
か
ら
「
人
民
」
に
か
え
た
。
七
月
六
日
に
は
、
ケ
ロ
ッ
グ
国
務
長
富
が
日
本
の
要
求
を
認

め
れ
ば
、
他
国
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
変
更
を
求
め
ら
れ
て
面
倒
な
事
態
に
な
る
た
め
、
字
句
変
更
は
困
難
だ
と
の
見
解
を
沢
田
代
理
大
使
に
伝
え

．
⑳

た
。
こ
れ
を
受
け
て
政
府
は
、
「
「
国
民
ノ
鋤
ひ
q
①
簿
ト
シ
テ
」
ト
云
フ
カ
如
キ
意
味
二
非
ス
即
チ
条
約
ヲ
締
結
ス
ル
主
体
ヲ
国
民
ナ
リ
ト
解
ス
ヘ

キ
ニ
非
ス
シ
テ
単
二
不
戦
ノ
趣
旨
ヲ
国
民
二
徹
底
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
修
辞
的
ノ
闘
的
ヲ
以
テ
挿
入
セ
ラ
レ
タ
ル
ニ
過
キ
ス
ト
ノ
」
解
釈
に
対
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
ア
メ
リ
カ
の
了
解
を
と
り
つ
け
る
よ
う
訓
令
し
、
ケ
ロ
ッ
グ
国
務
長
官
も
「
B
本
国
皇
帝
陛
下
ガ
「
其
ノ
国
民
ノ
代
理
者
ト
シ
テ
」
署
名
セ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ラ
ル
ル
ノ
意
ニ
ア
ラ
ザ
ル
」
と
の
覚
書
を
出
し
た
。
ち
な
み
に
、
こ
こ
で
再
び
「
O
Φ
層
。
δ
ω
」
が
「
国
民
」
に
戻
っ
て
お
り
、
訳
語
は
不
安
定

だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
経
過
を
経
て
、
政
府
と
し
て
は
と
り
あ
え
ず
「
人
民
ノ
二
二
於
テ
」
問
題
は
解
決
し
た
と
し
て
、
条
約
調
印

を
決
定
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
野
党
民
政
党
や
枢
密
顧
問
官
ら
の
字
句
を
問
題
生
す
る
声
は
高
ま
り
、
政
府
は
事
態
の
沈
静
化
に
追
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
次
章

で
は
、
あ
ら
た
め
て
「
人
民
ノ
十
二
於
テ
」
問
題
を
分
析
し
、
こ
の
章
で
み
た
不
戦
条
約
の
特
徴
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
か
考
察
を

す
す
め
て
い
く
。

①
不
戦
条
約
に
関
す
る
基
本
的
史
料
の
集
成
と
し
て
、
柳
原
正
治
編
著
『
国
際
法

　
先
例
資
料
集
　
不
戦
条
約
』
（
上
）
（
下
）
、
信
望
社
、
一
九
九
六
年
、
一
九
九
七

　
年
（
以
下
、
『
資
料
集
』
（
上
）
も
し
く
は
（
下
）
と
略
記
）
が
あ
る
。
な
お
、
本

　
稿
で
は
史
料
中
の
旧
字
体
は
適
宜
新
字
体
に
改
め
た
。
日
本
の
対
応
の
概
略
は
、

　
堀
内
謙
介
監
修
噌
霞
本
外
交
史
一
六
　
海
軍
軍
縮
交
渉
・
不
戦
粂
約
触
鹿
島
研
究

　
所
出
版
会
、
一
九
七
三
年
、
第
三
章
、
柳
原
正
治
「
解
説
」
、
開
資
料
集
㎞
（
上
）

　
所
収
。
条
約
成
立
の
欧
米
間
外
交
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
幻
。
げ
①
洋
国
．
司
Φ
疑
①
畢

　
、
§
融
駐
↓
ぎ
受
8
帆
ミ
鳴
㌔
§
鴨
Q
、
蒔
畑
上
巴
叫
、
ミ
き
、
ご
鵠
－
し
口
壕
脳
§
ミ
津
9
《
p
ρ
圏
①

　
ご
巳
’
勺
話
。
。
。
ワ
、
一
㊤
㎝
卜
⊃
、
ω
8
0
ず
Φ
ロ
｝
．
丙
謬
①
Φ
筈
国
華
b
嚇
℃
ミ
誘
ミ
、
9
譜
ミ
鴨
㍉
憲
笥

　
冨
ミ
ミ
蹄
ミ
執
陶
鳴
§
職
ミ
N
妹
。
導
鳥
漆
、
、
薦
－
し
口
適
ミ
ミ
℃
§
野
N
§
丸
§
’
乞
①
謹

　
属
。
芽
」
O
鎗
が
あ
る
。

②
条
約
第
三
条
は
次
の
通
り
。
第
三
農
本
条
約
ハ
前
文
二
掲
ケ
ラ
ル
ル
締
約
国
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二
依
リ
其
ノ
各
自
ノ
憲
法
上
ノ
要
件
二
従
ヒ
批
准
セ
ラ
ル
ヘ
ク
且
各
国
ノ
批
准
書

　
力
総
テ
「
ワ
シ
ン
ト
ン
」
二
於
テ
寄
託
セ
ラ
レ
タ
ル
後
無
二
締
約
国
問
二
実
施
セ

　
ラ
ル
ヘ
シ
。
ま
た
、
英
文
は
次
の
通
り
。
》
菊
目
O
い
国
H
日
ぴ
の
口
戯
群

　
O
o
馨
鑓
9
5
ひ
q
℃
叫
三
〇
ω
ω
9
Φ
巨
畷
α
Φ
色
費
Φ
ぎ
筈
Φ
葛
ヨ
Φ
ω
o
P
9
冒
お
呂
8
瓜
く
Φ

　
需
8
δ
ω
窪
窪
穿
2
0
8
9
ヨ
ロ
民
Φ
8
舞
ω
Φ
8
芝
母
8
同
誉
①
ω
o
一
醇
δ
ロ
。
団

　
貯
お
ヨ
曽
菖
。
臣
蝕
8
5
q
o
＜
Φ
「
o
ワ
δ
ρ
曽
訂
α
屋
昌
o
E
8
Φ
貫
鋤
ω
四
コ
解
ω
陣
毎
日
①
暮
。
団

　
8
甑
8
鉱
b
9
聖
断
警
9
『
話
訂
麻
8
ω
£
普
0
9
き
。
筈
Φ
憎
　
〉
幻
6
回
O
ド
国
目

　
日
冨
霞
σ
q
『
O
o
簿
鑓
。
自
昌
ひ
q
勺
鍵
鉱
Φ
ω
叫
鴨
Φ
Φ
9
碧
夢
①
ω
Φ
ε
ω
ヨ
Φ
耳
。
贋
ω
o
冨
瓜
。
づ

　
o
酬
写
象
呂
耳
。
ω
o
N
8
臨
ざ
肖
ω
o
団
≦
冨
8
〈
興
鵠
聴
器
。
吋
o
h
聖
血
8
＜
巽
。
江
α
q
ぎ

　
昏
2
彗
塁
ぴ
Φ
’
毛
匡
9
B
p
。
く
輿
㎞
ω
Φ
四
ヨ
8
鐙
跨
ω
昼
ω
冨
犀
窪
く
Φ
H
σ
①
ω
o
雌
α
q
匿

　
巽
8
讐
σ
団
冨
。
臨
。
日
①
醇
ω
■
》
カ
↓
8
び
㌍
弓
曲
説
　
↓
蕃
嶺
①
ω
①
馨
↓
同
Φ
①
畠
ω
冨
漏

　
σ
①
冨
け
茜
石
菖
窪
Φ
簗
σ
q
7
0
0
配
膳
鋤
9
ぎ
ひ
q
目
窪
什
δ
の
口
p
。
仁
恵
凹
口
け
冨
甲
①
弩
げ
δ

　
ぎ
鋤
8
0
巳
鴛
8
三
浮
夢
Φ
岸
「
Φ
ω
篇
。
甑
く
Φ
8
霧
鉱
ε
臨
昆
直
話
三
唱
Φ
B
Φ
簿
ω
噂

　
四
5
α
ω
賜
田
叩
け
跨
Φ
Φ
欝
O
け
即
ω
げ
Φ
酢
≦
①
Φ
賢
号
①
総
懸
ω
ω
O
O
類
p
。
ω
p
。
犀
跨
Φ
貯
ω
①
く
①
村
蝕

　
ぎ
ω
唯
¢
日
。
曇
ω
o
h
村
讐
鑑
吐
け
δ
類
移
蝉
国
げ
負
。
く
Φ
ぴ
①
Φ
路
α
Φ
b
o
ω
箒
餌
讐
≦
器
『
ぎ
α
q
8
う
．

③
き
鳶
喧
国
尋
貯
ぎ
誠
駄
§
＄
篭
譜
織
の
ミ
聾
N
融
N
國
H
も
・
曾
P
『
資
料
集
臨

　
（
上
）
、
資
料
五
、
＝
一
〇
頁
に
当
時
の
和
訳
が
あ
る
。

④
閃
①
匿
Φ
岸
魯
ミ
’
亀
．
①
山
．

⑤
閃
山
口
讐
尋
ミ
職
§
切
黛
ミ
鴨
S
§
職
掌
ミ
駐
丸
煮
N
舜
。
．
2
①
圃
㎎
資
料
集
』

　
（
上
）
、
資
料
八
、
一
二
二
～
＝
一
三
頁
。

⑥
閃
①
員
Φ
岸
魯
’
q
鈍
O
国
。
。
山
0
9
条
約
に
関
す
る
英
米
関
係
に
つ
い
て
は
、

　
℃
二
二
。
岸
○
．
O
o
ξ
ρ
↓
ぎ
9
覧
箪
N
凡
S
ミ
㌔
ミ
融
§
、
き
、
ミ
ミ
胃
ミ
毎
ミ
ミ
詩
鼻

　
し
σ
篭
ミ
ミ
§
ミ
ミ
鴨
の
ミ
腎
ミ
N
ミ
§
N
駄
両
ミ
9
鴨
N
℃
N
℃
山
℃
越
簡
○
聾
ヨ
評
置
ぴ
q
①
¢
艮

　
勺
冨
ω
ω
．
卜
⊃
O
O
ρ
O
℃
．
卜
⊃
吟

⑦
町
田
梓
棲
「
不
戦
条
約
の
価
値
」
『
外
交
時
報
輪
第
五
五
六
号
、
～
九
二
八
年

　
二
月
、
六
六
～
七
三
期
目

⑧
蜷
川
新
「
不
戦
条
約
は
有
名
無
実
」
『
外
交
時
報
㎞
第
五
五
七
号
、
一
九
二
八

　
年
二
月
、
　
九
～
二
三
頁
。

⑨
国
際
紛
争
解
決
の
た
め
の
仲
裁
裁
判
制
度
の
外
交
史
上
の
意
味
に
つ
い
て
は
、

　
酒
井
一
臣
『
近
代
日
本
外
交
と
ア
ジ
ア
太
平
洋
秩
序
』
昭
和
堂
、
二
〇
〇
九
年
、

　
第
二
章
を
参
照
。

⑩
神
辮
彦
松
「
不
戦
条
約
の
価
値
批
判
」
『
外
交
時
報
』
第
五
七
二
号
、
一
九
二

　
八
年
～
○
月
、
六
一
～
六
九
頁
。

⑪
清
沢
溌
「
日
米
不
戦
条
約
に
対
す
る
一
提
案
」
噸
外
交
時
報
㎞
第
五
五
七
号
、

　
～
九
工
八
年
二
月
、
　
⊥
ハ
九
～
七
〇
習
貝
。

⑫
立
作
太
郎
「
不
戦
条
約
の
国
際
法
観
」
『
国
際
法
外
交
雑
誌
一
嘗
二
七
巻
第
～

　
○
号
、
一
九
二
八
年
二
月
、
一
～
一
九
頁
。
引
用
は
一
八
～
一
九
頁
。

⑬
立
作
太
郎
の
国
際
法
学
分
野
で
の
影
響
力
に
つ
い
て
は
、
　
又
正
雄
田
本
の

　
国
際
法
学
を
築
い
た
人
々
睡
日
本
国
際
問
題
研
究
所
、
一
九
七
三
年
、
一
一
四
～

　
一
二
三
貰
。

⑭
『
資
料
二
宮
（
上
）
、
資
料
三
八
「
不
戦
条
約
二
関
ス
ル
対
米
尻
骨
中
二
対
支
行

　
動
ノ
自
由
ヲ
留
保
ス
ル
ノ
得
失
（
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
五
月
二
五
日
の
閣
議

　
に
お
け
る
森
政
務
次
官
の
説
明
）
、
一
九
五
～
一
九
六
頁
。

⑮
「
内
田
全
権
へ
の
訓
令
」
（
一
九
二
八
年
八
月
九
日
）
、
『
日
本
外
交
文
書
』
昭

　
和
期
i
第
一
部
第
二
巻
、
二
三
　
頁
。

⑯
「
不
戦
条
約
に
対
す
る
我
が
方
の
対
米
回
答
提
出
に
つ
い
て
」
同
上
、
二
〇
七

　
頁
。

⑰
　
　
『
資
料
集
臨
（
上
）
、
資
料
二
八
、
一
六
八
頁
。

⑬
在
米
沢
田
代
理
大
使
よ
り
田
中
外
務
大
臣
（
～
九
二
入
年
六
月
差
百
）
、
閥
日

　
本
外
交
文
轡
㎞
昭
和
期
－
第
一
部
第
二
巻
、
二
七
夏
野
。

⑲
田
中
外
務
大
臣
よ
り
在
米
沢
田
代
理
大
使
（
一
九
二
八
年
六
月
三
〇
日
）
、
同

　
上
、
二
七
三
頁
。

⑳
　
在
米
沢
田
代
理
大
使
よ
り
田
中
外
務
大
臣
（
一
九
二
八
年
七
月
六
日
V
、
同
上
、

　
二
七
五
～
二
七
六
頁
。
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⑳
　
田
中
外
務
大
臣
よ
り
在
米
沢
田
代
理
大
使

　
上
、
　
二
入
一
頁
。

（一

纉
�
ｪ
年
七
月
一
六
日
）
、
同

⑫
　
在
米
沢
田
代
理
大
使
よ
り
田
中
外
務
大
臣

　
上
、
二
八
八
～
二
八
九
頁
。

（㎝

纉
�
ｪ
年
七
月
二
五
日
）
、
同

不尊幾条糸勺言命再考　（酒井）

第
二
章
　
　
「
人
民
ノ
名
二
於
テ
」
論
争
の
分
析

　
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
不
戦
条
約
に
つ
い
て
、
権
力
政
治
を
重
視
す
る
立
場
や
仲
裁
制
度
の
不
備
を
憂
う
専
門
家
の
批
判
を
ま
つ
ま
で
も

な
く
、
立
案
し
た
ア
メ
リ
カ
当
局
も
日
本
政
府
も
、
条
約
が
さ
ほ
ど
実
効
性
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
。
条
約
中
の
一
節

「
人
民
ノ
名
二
五
テ
」
が
天
皇
大
権
を
侵
す
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
派
生
的
問
題
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
政
府
の
了
解
を
と
り
つ
け
る
こ
と

で
解
決
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
内
田
康
哉
全
権
が
パ
リ
で
条
約
調
印
後
に
、
こ
の
問
題
は
公
然
と
非
難
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
内
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

が
公
的
発
雷
を
控
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
と
な
っ
た
。
国
家
主
義
者
・
右
翼
に
く
わ
え
、
野
党
民
政
党
や
元
外
交
宮
も
政
府
批
判
を
展
開

し
た
う
え
、
条
約
批
准
の
可
否
を
審
議
す
る
枢
密
院
が
政
府
の
対
応
を
批
判
す
る
情
勢
と
な
っ
た
こ
と
で
、
「
人
民
ノ
名
二
選
テ
」
問
題
は
深

刻
化
し
て
い
き
、
条
約
の
批
准
は
遅
延
し
た
。
最
終
的
に
は
、
調
印
か
ら
一
〇
ヶ
月
近
く
経
た
一
九
二
九
年
六
月
二
六
日
、
「
其
ノ
各
自
ノ
人

民
ノ
名
論
於
テ
」
の
字
句
が
日
本
国
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
す
る
留
保
遺
習
を
付
帯
す
る
こ
と
で
よ
う
や
く
諮
起
案
が
枢
密
院
で
可
決
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
間
の
政
治
過
程
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
ゆ
ず
り
、
こ
こ
で
は
一
見
無
意
味
に
思
わ
れ
る
字
句
解
釈
を

め
ぐ
る
論
争
に
つ
い
て
再
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
「
人
民
ノ
名
二
於
テ
」
の
字
句
が
問
題
視
さ
れ
だ
す
の
は
、
一
九
二
八
年
七
月
の
こ
と
で
あ
る
。
同
月
一
五
日
、
民
政
党
は
緊
急
総
務
会
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

開
き
「
不
戦
条
約
の
条
文
は
国
体
と
相
容
れ
ず
」
と
の
立
場
を
表
明
し
た
。
批
判
の
先
頭
に
た
っ
た
中
村
啓
次
郎
の
主
張
は
以
下
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
。

我
等
は
不
戦
条
約
そ
の
も
の
に
苦
情
は
な
い
。
　
－
米
国
の
如
き
民
主
国
に
於
て
は
「
人
民
の
名
に
於
て
扁
国
家
意
思
を
表
示
す
る
は
適
当
な
る
べ
き
も
、
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我
帝
国
に
診
て
は
条
約
又
は
法
律
に
於
て
か
く
の
如
き
は
断
じ
て
容
認
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
。
…
…
政
府
は
そ
の
昨
非
を
認
め
て
今
是
の
策
を
講
ず

る
を
知
ら
ず
、
敢
て
人
民
の
為
に
と
か
、
落
餌
を
代
表
し
と
か
牽
強
付
会
の
説
を
樹
て
、
自
ら
を
欺
き
世
を
隔
む
く
は
益
々
そ
の
罪
を
深
く
す
る
も
の
と
云

は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
…
…
帝
国
は
米
国
の
提
案
に
無
条
件
に
賛
成
し
た
の
で
は
な
く
、
英
仏
等
と
同
じ
く
自
衛
権
を
拒
否
せ
ず
、
且
つ
国
際
連
盟
規
約
及
び
ロ

カ
ル
ノ
諸
条
約
に
包
含
せ
ら
れ
る
も
の
と
諒
解
し
て
賛
意
を
表
す
る
こ
と
と
し
た
次
第
で
あ
る
か
ら
、
政
府
に
於
て
果
し
て
イ
ン
、
ザ
、
ネ
ー
ム
、
オ
ブ
、

ゼ
ヤ
ー
、
レ
ス
ペ
ク
テ
ヴ
、
ピ
ー
プ
ル
ズ
の
遺
句
が
我
国
体
と
両
立
せ
ざ
る
不
穏
当
の
辞
句
で
あ
る
と
気
付
い
た
な
ら
ば
、
此
時
こ
そ
修
正
に
絶
好
の
機
会

　
　
　
　
　
　
⑥

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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批
判
の
焦
点
は
、
条
約
の
精
神
や
内
容
で
は
な
く
、
日
本
の
政
治
体
制
に
は
問
題
と
な
る
条
文
を
ど
う
し
て
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
の
か

と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
尾
崎
行
雄
が
行
っ
た
こ
と
で
注
目
さ
れ
た
一
九
二
九
年
三
月
の
決
議
案
「
不
戦
条
約
批
准
奏
請
ノ
件
」
に
か
ん
す
る
演

説
で
も
、
尾
崎
は
、
「
不
戦
条
約
其
モ
ノ
ニ
付
テ
ハ
全
部
賛
成
ノ
意
ヲ
表
ス
ル
モ
ノ
デ
ア
ル
」
と
議
論
を
は
じ
め
、
政
府
の
「
国
民
ノ
タ
メ
」

と
い
う
解
釈
は
受
け
入
れ
ら
れ
ず
条
約
の
文
言
は
大
権
を
侵
す
も
の
で
あ
る
が
、
政
府
が
問
題
な
い
と
考
え
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
す
ぐ
に
枢
密
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

に
批
准
奏
請
し
な
い
の
か
と
主
張
し
た
。
政
府
が
現
状
で
は
枢
密
院
の
審
査
が
通
ら
な
い
こ
と
を
危
惧
し
て
奏
請
を
躇
製
し
て
い
る
の
を
逆
手

に
と
っ
た
政
府
批
判
で
あ
っ
た
。
国
際
協
調
主
義
を
掲
げ
て
田
中
内
閣
の
外
交
方
針
を
攻
撃
し
て
い
た
野
党
の
政
治
家
と
し
て
は
、
不
戦
条
約

の
精
神
は
批
判
し
に
く
か
っ
た
た
め
、
ど
う
し
て
も
あ
げ
足
と
り
に
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
政
略
的
と
し
か
思
え
な
い
主
張
と
な
っ
た
。
よ
っ
て
、

野
党
の
批
判
が
火
付
け
役
と
な
っ
た
と
は
い
え
、
条
約
の
適
否
や
外
交
交
渉
の
巧
拙
よ
り
も
、
「
ぎ
§
①
爵
ヨ
Φ
o
こ
と
「
0
9
0
δ
ω
」
を
い
か

に
解
釈
す
べ
き
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
相
手
を
お
と
し
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
よ
う
な
非
常
に
細
か
く
街
学
的
な
論
争
が
主
と
な
っ
て
い

っ
た
。

　
「
β
9
Φ
量
ヨ
Φ
o
血
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
召
8
9
Φ
」
が
主
体
に
な
っ
て
調
印
す
る
と
い
う
意
味
か
、
「
o
ロ
げ
①
び
課
。
筐
す
な
わ
ち

「
窟
娼
9
①
」
の
た
め
に
調
印
す
る
と
い
う
意
味
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
「
O
Φ
b
o
δ
偏
に
つ
い
て
は
、
訳
語
は
国
民
と
す
べ
き
か
人
民
と
す
べ
き



不戦条約論再考（酒井）

か
、
す
な
わ
ち
前
者
の
場
合
で
あ
れ
ば
天
皇
も
国
民
に
含
ま
れ
る
が
人
民
な
ら
ば
含
ま
れ
な
い
と
解
す
る
べ
き
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
「
ぽ

普
Φ
⇔
9
。
ヨ
Φ
o
h
」
が
た
と
え
文
字
通
り
「
名
に
於
て
」
の
意
昧
で
も
、
言
Φ
O
o
δ
」
に
天
皇
が
含
ま
れ
れ
ば
問
題
は
な
い
。
人
民
と
訳
し
て
も
、

「
ぎ
浮
Φ
銘
ヨ
①
o
ほ
が
「
た
め
に
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
大
権
を
侵
さ
な
い
。
そ
も
そ
も
「
ぎ
跨
①
霊
8
①
o
め
」
の
～
節
は
、
修
飾
的

な
も
の
で
あ
っ
て
、
誠
実
に
条
約
の
精
神
を
守
る
と
い
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
大
要
を
簡
単
に
ま
と
め
て
も
辟
易
す
る
よ
う
な
理
屈
が
、
過

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

去
の
条
約
文
や
英
語
辞
書
の
用
例
な
ど
を
延
々
と
列
挙
し
て
、
賛
否
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
な
か
注
目
さ
れ
た
の
が
、
有
力
な
元
外
交
官
が
不
戦
条
約
を
厳
し
く
批
判
し
た
論
文
で
あ
っ
た
。
一
人
は
本
多
熊
太
郎
元
言
出
大

使
、
い
ま
一
人
は
石
井
菊
次
郎
枢
密
顧
問
官
で
あ
る
。

　
本
多
は
、
「
人
民
ノ
名
二
於
テ
」
の
訳
が
正
し
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
あ
る
以
上
、
字
義
通
り
の
意
味
を
も
つ
と
す
る
。
言
Φ
o
検
索
は

「
舞
汁
δ
嵩
」
と
同
義
語
で
は
な
く
、
「
人
民
ノ
名
立
於
テ
」
が
国
家
も
し
く
は
国
民
を
代
表
し
て
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
は
な
り
得
な
い
。
ま

た
「
条
約
第
一
条
の
文
言
は
均
し
く
主
権
在
民
の
民
主
国
間
に
蒜
台
な
る
形
式
、
即
ち
条
約
国
各
自
の
人
民
同
士
の
共
通
的
意
思
の
声
明
と
云

ふ
形
式
に
特
に
立
案
せ
ら
れ
た
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
を
容
れ
ぬ
所
」
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
了
解
を
え
た
と
い
う
こ
と
は
条
約
の
意
義
に

は
か
か
わ
り
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
「
我
政
府
が
帝
国
外
務
大
臣
の
名
を
以
て
す
る
対
米
公
文
中
耳
形
式
の
儘
条
約
署
名
に
同
意
し
た
る
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

事
、
既
に
我
国
体
に
鑑
み
容
易
な
ら
ざ
る
失
態
と
評
す
る
の
外
」
な
い
。
本
多
の
議
論
は
以
上
の
よ
う
な
主
旨
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
に
真
っ
向
か
ら
反
論
し
た
の
が
、
外
交
官
の
笠
間
果
雄
で
あ
る
。
笠
間
に
よ
れ
ば
、
条
約
文
は
召
8
覧
Φ
ω
」
と
複
数
形
で
、
そ
の
場

合
国
民
と
訳
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。
「
6
普
Φ
墨
ヨ
Φ
o
血
は
多
様
な
解
釈
が
可
能
で
あ
り
、
「
の
利
益
の
為
め
扁
と
解
す
る
こ
と
も
あ
る
。

本
多
は
「
人
民
同
士
の
約
束
」
だ
と
い
う
が
、
条
約
全
文
に
は
「
日
本
国
皇
帝
陛
下
ハ
…
…
条
約
ヲ
締
結
ス
ル
コ
ト
ニ
決
シ
」
と
あ
る
で
は
な

い
か
。
く
わ
え
て
、
本
多
の
言
い
分
に
よ
れ
ば
、
国
体
が
「
一
片
の
修
辞
的
用
語
や
本
多
氏
の
所
謂
＝
種
の
形
容
詞
」
で
変
更
せ
ら
る
る
程

脆
弱
な
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
に
な
る
」
。
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率
直
に
言
へ
ば
私
は
一
個
の
法
学
者
と
し
て
不
戦
条
約
の
法
律
的
効
果
は
連
盟
規
約
や
爾
後
の
平
和
確
保
を
目
的
と
し
て
提
案
せ
ら
れ
又
は
議
決
せ
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

取
極
や
決
議
の
多
数
よ
り
も
薄
弱
で
あ
り
。
法
律
的
に
見
て
何
等
～
歩
を
進
め
た
も
の
と
は
考
へ
て
居
ら
ぬ
。
併
し
乍
ら
国
際
政
局
の
研
究
者
た
る
立
場
か

ら
は
此
不
戦
条
約
が
盲
目
的
と
す
る
道
徳
的
効
果
に
於
て
は
偉
大
な
る
平
和
確
立
の
思
想
に
第
一
歩
を
進
め
た
も
の
で
、
…
…
日
本
が
世
界
の
平
和
を
保
障

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

す
る
大
國
の
一
と
し
て
進
ん
で
原
講
印
国
に
加
は
つ
た
の
は
誠
に
至
当
の
政
策
で
あ
っ
た
。
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本
多
は
幣
原
薯
重
郎
に
敵
意
を
抱
い
て
お
り
、
政
友
会
に
近
い
立
場
だ
っ
た
が
、
田
中
内
閣
で
外
相
の
地
位
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
離

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

反
し
、
激
し
い
田
中
内
閣
批
判
に
転
じ
て
い
た
。
真
偽
の
ほ
ど
は
不
明
だ
が
、
本
多
は
自
分
の
助
言
が
伊
東
巳
代
治
枢
密
顧
問
官
を
動
か
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

付
帯
宣
言
つ
き
批
准
と
な
っ
た
と
回
想
し
て
い
る
。
待
遇
へ
の
不
満
か
ら
外
交
政
策
に
難
癖
を
つ
け
た
観
の
あ
る
本
多
の
議
論
は
、
事
態
を
複

雑
化
さ
せ
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
政
策
決
定
過
程
に
直
接
影
響
し
な
か
っ
た
。
政
府
に
と
っ
て
一
層
深
刻
だ
っ
た
の
は
、
外
相
経
験
者
で
枢
密

院
の
審
議
に
く
わ
わ
る
顧
問
官
石
井
菊
次
郎
の
条
約
批
判
で
あ
っ
た
。

　
石
井
は
日
本
の
圏
体
が
「
世
界
独
特
」
で
「
「
人
民
の
名
に
於
て
偏
な
る
字
句
は
…
…
国
体
に
触
れ
た
る
重
大
な
る
問
題
」
と
議
論
を
は
じ

め
る
。
石
井
も
世
界
平
和
へ
の
努
力
は
否
定
し
な
い
が
、
第
一
章
で
紹
介
し
た
も
の
と
同
様
の
観
点
か
ら
、
条
約
が
実
効
性
を
も
た
な
い
こ
と

を
指
摘
す
る
。
一
つ
に
は
、
条
約
に
仲
裁
も
し
く
は
司
法
裁
判
制
度
が
欠
如
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
は
、
違
反
国
へ
の
制
裁
規
程
が

な
い
点
で
あ
る
。
制
裁
を
忌
避
す
る
の
は
「
人
を
殺
す
こ
と
を
罪
と
す
る
か
ら
に
は
殺
人
犯
を
罰
す
る
た
め
犯
人
を
殺
す
は
法
律
の
自
殺
な
り

と
す
る
死
刑
反
対
論
者
と
同
一
の
筆
法
」
の
理
想
論
で
、
「
現
今
世
界
平
和
を
樹
立
す
る
た
め
の
不
戦
条
約
と
し
て
は
～
定
の
制
裁
を
黒
く
る

こ
と
が
必
要
」
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
主
張
は
ほ
か
の
論
者
と
大
差
な
い
一
般
的
な
も
の
と
い
え
る
。
石
井
の
特
徴
は
、
条
約
成
立
の
背
後
に

ア
メ
リ
カ
の
不
戦
条
約
期
成
同
盟
の
存
在
を
強
調
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
石
井
は
、
こ
の
団
体
に
「
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
」
す
な
わ
ち
人
民
の
直

接
投
票
に
よ
っ
て
問
題
を
決
す
べ
き
と
の
思
想
が
あ
り
、
そ
れ
が
条
文
中
の
「
人
民
」
に
込
め
ら
れ
意
味
だ
と
す
る
解
釈
を
示
す
。
石
井
は
、

レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
が
「
良
民
の
義
声
は
暴
民
の
軍
器
裡
に
葬
り
去
ら
る
る
」
制
度
だ
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
の
で
あ
る
。



如
何
に
考
へ
て
も
国
家
和
戦
問
題
の
如
き
は
民
衆
政
治
殊
に
人
民
親
裁
に
適
せ
ず
と
の
結
論
に
到
着
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
抑
国
際
戦
争
が
人
道
の
上
の
み
な

ら
ず
交
戦
国
の
国
利
民
福
に
及
ぼ
す
影
響
は
頗
る
複
雑
多
辺
で
あ
っ
て
、
夫
は
到
底
思
慮
単
純
な
る
民
衆
の
速
断
し
得
る
所
で
は
な
い
、
…
…
単
複
雑
多
辺

な
る
終
局
の
結
果
を
洞
見
す
る
は
非
凡
な
る
政
治
家
外
交
家
の
遠
謀
深
慮
に
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
よ
っ
て
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
思
想
を
背
景
に
も
っ
た
不
戦
条
約
は
、
「
国
体
を
殿
け
得
べ
き
危
険
性
を
有
す
る
も
の
」
で
あ
る
か
ら
、
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

し
留
保
宣
言
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
「
条
約
よ
り
脱
退
す
る
も
可
な
り
」
と
い
う
の
が
石
井
の
結
論
で
あ
っ
た
。
不
戦
条
約
期
成
同
盟
の

影
響
力
の
真
否
は
お
く
と
し
て
、
民
衆
の
判
断
が
外
交
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
国
体
を
傷
つ
け
る
と
い
う
の
は
論
理
の
飛
躍
が
あ
る
。
石
井

の
論
旨
は
、
民
主
化
の
進
展
に
よ
っ
て
、
少
数
精
鋭
の
外
交
官
に
よ
る
秘
密
外
交
が
、
い
わ
ば
素
人
外
交
に
転
化
す
る
こ
と
を
危
惧
す
る
議
論

と
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
が
明
治
憲
法
体
制
に
そ
ぐ
わ
な
い
制
度
だ
と
す
る
別
の
議
論
が
混
在
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
石
井
に
対
し
て
反
論
の
筆
を
と
っ
た
の
は
、
立
作
太
郎
で
あ
っ
た
。
立
は
ま
ず
国
体
擁
護
の
意
味
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。

不戦粂約論再考（酒井）

対
外
的
に
考
へ
た
る
国
体
擁
護
問
題
が
、
概
書
す
れ
ば
国
家
興
廃
の
問
題
と
相
一
致
す
べ
き
こ
と
を
悟
ら
ざ
る
と
き
は
、
真
に
国
体
擁
護
上
必
要
な
き
場
合

に
斯
て
も
、
故
に
異
を
立
て
、
濫
り
に
他
を
排
し
、
列
国
の
誤
解
を
招
き
、
外
人
の
猜
疑
を
致
し
、
終
に
は
国
際
場
裡
に
孤
立
す
る
に
至
り
、
却
り
て
国
体

の
安
全
に
対
す
る
危
害
を
招
く
こ
と
無
し
と
も
断
言
し
得
な
い
と
思
は
る
る
。
野
点
に
於
て
ド
イ
ツ
の
失
脚
の
事
跡
が
、
憂
国
の
士
の
～
書
す
べ
き
点
全
く

無
き
に
非
ざ
る
が
如
く
思
は
る
る
。
…
…
私
は
真
に
外
国
に
於
て
国
体
に
殿
害
を
加
ふ
る
意
図
な
き
以
上
は
、
共
存
共
栄
の
大
旨
の
光
被
を
計
り
、
雅
董
を

以
て
外
国
に
接
し
、
我
国
の
国
体
及
国
利
を
尊
重
せ
し
む
る
と
同
時
に
、
他
国
民
の
主
義
、
精
神
を
理
解
す
る
を
力
め
、
是
の
如
く
に
し
て
、
誤
解
又
は
猜

疑
に
基
く
国
際
平
和
の
障
害
を
去
る
に
力
む
る
こ
と
は
、
真
に
国
運
の
発
展
と
国
体
の
安
固
を
計
る
所
以
な
り
と
信
ず
る
。

国
際
問
題
に
国
体
論
を
も
ち
だ
す
こ
と
は
、
国
際
関
係
に
お
い
て
日
本
の
立
場
を
損
な
う
こ
と
に
な
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
立
は
、
日
本
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に
独
特
の
国
体
が
あ
る
と
い
う
議
論
の
無
意
味
さ
を
訴
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
の
圏
に
特
有
の
歴
史
的
背
景
な
り
建
国
の
神
話
な
り

が
あ
っ
て
、
特
異
性
を
言
い
立
て
れ
ば
外
交
は
成
立
し
な
い
。
立
の
国
体
論
は
、
こ
う
し
た
当
然
の
理
を
忘
却
し
た
か
の
よ
う
な
外
交
界
の
長

老
の
主
張
へ
の
皮
肉
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
石
井
自
身
が
か
つ
て
ワ
シ
ン
ト
ン
の
墓
地
に
献
花
を
し
た
折
の
演
説
に
触
れ
、
「
我
が
人
民
の
代
表

者
と
し
て
（
鋤
ω
岳
Φ
お
實
Φ
ω
Φ
簿
磨
く
Φ
o
h
臼
団
℃
Φ
8
δ
）
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
と
き
に
天
皇
を
含
む
日
本
国
民
全
体
の
た
め
に
、
も
し
く
は

代
わ
っ
て
献
花
し
た
の
で
は
な
い
か
と
問
う
て
い
る
。
つ
ま
り
「
O
①
o
豆
Φ
」
は
状
況
に
よ
っ
て
人
民
と
も
国
民
と
も
国
家
と
も
な
る
語
で
、

「
文
章
中
に
用
ひ
ら
る
る
一
切
の
字
句
の
解
釈
に
当
り
、
合
理
的
な
る
意
義
を
求
む
べ
き
」
だ
と
し
た
。
ま
た
立
は
、
不
戦
条
約
期
成
同
盟
が

レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
思
想
が
影
響
に
し
て
い
る
と
い
う
議
論
も
全
く
根
拠
が
な
く
、
そ
の
こ
と
は
期
成
同
盟
の
関
係
者
で
も
あ
る
ボ
ラ
ー
上
院

議
員
の
一
九
二
七
年
の
決
議
案
に
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
思
想
が
現
れ
な
い
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
だ
と
論
じ
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
ボ
ラ
ー
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ビ
　
プ
ル
　
　
　
　
　
ス
テ
　
ツ
　
　
　
ネ
　
シ
ヨ
ン
ス

議
案
に
は
、
わ
ざ
わ
ざ
「
聚
団
的
人
民
－
即
ち
国
家
又
は
国
民
」
と
い
う
～
節
が
あ
り
、
集
団
と
し
て
の
人
民
は
国
家
や
国
民
と
同
義
と
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ら
え
る
こ
と
が
可
能
で
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
石
井
の
問
題
の
字
句
に
対
す
る
解
釈
は
成
り
立
た
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
立
自
身

は
「
人
民
の
名
に
於
て
宣
言
す
る
と
為
せ
る
は
、
一
に
厳
粛
に
宣
宣
す
る
旨
の
語
と
同
じ
く
、
宣
言
の
語
気
を
強
む
る
為
め
で
あ
る
が
、
一
は

不
戦
条
約
の
約
束
を
以
て
、
締
約
国
の
全
人
民
の
利
益
及
び
感
情
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
声
明
し
、
条
約
の
遵
守
が
人
民
全
体
の
支
持
を
受

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

く
べ
き
旨
を
高
調
せ
る
趣
意
を
有
す
る
も
の
」
と
の
立
場
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
立
の
石
井
批
判
論
文
で
は
、
条
約
の
有
効
性
や
外
交
の
民
主
化
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
い
が
、
立
自
身
の
解
釈
は
、
第
一
章
で

み
た
よ
う
に
、
戦
争
廃
絶
の
意
義
、
自
衛
権
解
釈
、
既
存
の
条
約
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
も
不
戦
条
約
に
不
備
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す

る
も
の
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
戦
争
の
違
法
化
（
。
a
磐
貯
9
≦
巴
と
は
、
戦
争
を
国
際
法
の
権
利
の
外
に
お
く
と
い
う
意
味
だ
が
、
そ
れ

は
条
約
締
結
国
に
の
み
適
用
さ
れ
、
普
遍
的
に
戦
争
を
違
法
化
し
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
自
衛
戦
争
が
違
法
化
の
対
象
外
な

の
か
、
国
際
連
盟
規
約
や
ロ
カ
ル
ノ
条
約
の
違
反
に
対
す
る
武
力
制
裁
は
戦
争
で
は
な
い
の
か
、
こ
れ
ら
の
点
の
明
瞭
さ
に
欠
け
る
と
い
う
解

　
　
　
⑯

釈
で
あ
る
。
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不戦条約論再考　（酒井）

　
く
わ
え
て
立
は
、
外
交
に
国
民
の
意
見
が
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
も
批
判
的
だ
っ
た
。
「
外
交
の
民
衆
に
依
る
直
接
の
処
理
ま
た
は
監
督
」
は
、

「
国
民
的
利
害
、
勢
力
又
は
名
誉
に
関
す
る
国
民
の
意
見
」
が
戦
争
を
招
く
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
「
之
が
実
行
に
反
対
」
と
の
立
場
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

す
な
わ
ち
、
偏
狭
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
外
交
政
策
に
直
結
す
る
た
め
民
衆
の
関
与
は
望
ま
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
ゆ

　
実
の
と
こ
ろ
、
石
井
と
立
は
不
戦
条
約
の
意
義
や
「
人
民
ノ
名
二
於
テ
」
と
い
う
語
句
の
背
景
に
あ
る
外
交
の
民
主
化
に
つ
い
て
は
、
ほ
と

ん
ど
意
見
の
相
違
が
な
い
の
で
あ
る
。
国
体
論
は
政
治
的
な
議
論
で
あ
り
、
そ
の
う
え
内
容
は
条
約
解
釈
や
英
訳
を
め
ぐ
る
枝
葉
末
節
か
ら
浮

か
ん
だ
も
の
で
、
争
点
は
、
世
界
の
大
勢
に
従
っ
て
条
約
に
加
盟
す
べ
き
か
否
か
と
い
う
単
純
な
も
の
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
点
は
、

本
多
と
笠
間
の
論
争
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
条
約
に
よ
っ
て
は
死
活
的
国
益
に
か
か
わ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
不
戦
条
約
は
実
効
性
が
な
い
と
の
認

識
は
　
致
し
て
お
り
、
加
盟
が
国
際
平
和
希
求
の
表
明
に
す
ぎ
な
い
と
と
ら
え
る
点
で
も
相
違
は
な
か
っ
た
。
む
ろ
ん
国
際
平
和
構
築
は
重
要

課
題
だ
っ
た
が
、
不
戦
条
約
の
精
神
を
称
揚
す
る
こ
と
で
も
意
見
は
　
致
し
て
い
た
。
結
局
、
い
ず
れ
の
論
者
も
、
人
民
の
総
意
に
よ
り
平
和

を
希
求
す
る
の
で
は
な
く
、
日
本
の
場
合
は
天
皇
の
外
交
大
権
に
よ
っ
て
条
約
が
締
結
さ
れ
る
べ
き
だ
と
し
て
お
り
、
問
題
の
語
句
が
天
皇
大

権
を
侵
す
か
否
か
に
争
点
が
し
ぼ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
人
民
ノ
名
二
於
テ
」
論
争
は
、
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

党
利
党
略
と
い
う
面
も
あ
っ
た
が
、
本
多
熊
太
郎
の
言
動
か
ら
透
け
て
み
え
る
よ
う
に
、
引
退
し
て
も
な
お
発
言
の
場
を
求
め
る
元
外
交
官
の

感
情
論
に
起
因
す
る
、
よ
り
低
次
元
の
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
。

　
で
は
、
そ
も
そ
も
「
入
民
ノ
名
二
号
テ
し
の
真
意
は
ど
こ
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
た
の
か
。
次
章
で
は
、
外
交
の
民
主
化
と
い
う
観
点
か
ら

不
戦
条
約
を
評
価
し
た
議
論
の
も
つ
意
味
を
考
察
し
て
い
く
。

　
①
　
こ
の
あ
た
り
の
外
交
や
ア
メ
リ
カ
へ
の
対
応
の
混
乱
に
つ
い
て
は
、
澤
田
欝
夫
　
　
　
　
　
ノ
ト
了
解
ス
ル
コ
ト
ヲ
室
雷
ス

　
　
編
噸
澤
田
節
蔵
回
想
録
㎞
有
斐
閤
、
一
九
八
五
年
、
＝
一
～
一
＝
瓢
頁
。
　
　
③
瞥
は
じ
め
に
」
の
注
③
を
参
照
。

　
②
政
府
宣
言
書
帝
国
政
府
ハ
千
九
否
二
十
八
年
八
月
二
十
七
日
巴
里
二
於
テ
署
　

④
七
月
一
〇
日
に
外
務
省
情
報
部
編
纂
の
哩
国
際
時
報
㎞
第
三
夏
眠
コ
ニ
号
（
外

　
　
名
セ
ラ
レ
タ
ル
戦
争
抱
棄
二
関
ス
ル
条
約
第
一
条
中
ノ
「
其
ノ
各
自
ノ
人
民
ノ
名
　
　
　
　
　
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
、
情
一
九
）
に
仮
訳
と
し
て
「
各
自
ノ
人
民
ノ
名
二
於

　
　
二
於
テ
」
ナ
ル
字
句
ハ
帝
国
憲
法
ノ
条
章
ヨ
リ
観
テ
日
本
国
二
重
リ
適
用
ナ
キ
モ
　
　
　
　
　
テ
」
と
示
さ
れ
た
。
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⑥
『
東
京
朝
日
新
聞
㎞
　
九
工
七
年
七
月
工
ハ
日
。

⑥
『
民
政
㎞
第
二
巻
第
～
○
号
、
一
九
二
七
年
一
〇
月
、
一
＝
～
二
三
頁
。

⑦
㎎
資
料
集
』
（
下
）
、
六
二
二
～
六
三
二
頁
。

⑧
賛
否
の
様
々
な
議
論
は
、
外
務
省
史
料
「
戦
争
拗
棄
二
関
ス
ル
国
際
会
議
及
条

　
約
関
係
～
件
」
第
八
巻
、
第
九
巻
（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
　
レ
フ
ア
レ
ン

　
ス
コ
…
ド
ω
O
心
這
卜
。
N
①
ミ
O
O
、
し
u
O
二
陣
⊃
鱒
卜
σ
①
①
ω
O
O
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

⑨
本
多
熊
太
郎
「
不
戦
条
約
中
「
問
題
の
文
句
」
に
関
す
る
研
究
“
『
外
交
隣
報
』

　
五
八
二
号
、
一
九
二
九
年
三
月
、
五
～
～
六
八
頁
。

⑳
笠
間
果
雄
「
本
多
熊
太
郎
氏
の
不
戦
条
約
問
題
に
関
す
る
研
究
を
評
す
」
『
外

　
交
時
報
㎞
五
八
四
号
、
～
九
二
九
年
四
月
、
三
三
～
五
三
頁
。
引
用
は
五
二
～
五

　
三
頁
。

⑪
　
高
橋
勝
浩
「
本
多
熊
太
郎
の
政
治
的
半
生
」
『
近
代
日
本
研
究
㎞
第
二
八
巻
、

　
二
〇
＝
年
、
一
〇
七
～
一
四
二
頁
。
本
多
熊
太
郎
「
幣
原
外
交
の
失
敗
と
田
中

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
章
　
外
交
の
民
主
化
と
不
戦
条
約

　
外
交
の
失
態
」
『
外
交
時
報
睡
五
六
七
号
、
～
九
二
八
年
七
月
、
一
～
～
七
頁
も

　
参
照
。

⑫
本
多
熊
太
郎
『
人
物
と
問
題
㎞
千
倉
書
房
、
一
九
三
九
年
、
一
～
三
五
頁
。

⑬
石
井
菊
次
郎
「
不
戦
条
約
論
」
『
外
交
時
報
睡
五
九
七
号
、
～
九
二
九
年
一
〇

　
月
、
～
～
二
四
頁
。
引
用
は
一
＝
頁
。

⑭
　
立
作
太
郎
「
不
戦
条
約
と
国
体
擁
護
（
石
井
子
爵
の
不
戦
条
約
論
を
読
む
）
」

　
『
外
交
時
報
㎏
五
九
九
号
、
　
九
二
九
年
一
一
月
、
一
～
二
五
頁
。
引
用
は
三
～

　
四
頁
。

⑮
立
作
太
郎
門
国
際
条
約
中
に
期
ひ
ら
れ
た
る
入
民
の
語
」
『
外
交
時
報
駈
五
九

　
四
号
、
一
九
エ
九
年
九
月
、
一
～
九
頁
。

⑯
前
掲
、
立
「
不
戦
条
約
の
国
際
法
観
」

⑰
立
作
太
郎
「
普
通
選
挙
と
外
交
の
民
衆
化
偏
噸
外
交
時
報
』
五
〇
〇
号
、
一
九

　
工
五
年
一
〇
月
、
五
六
～
六
一
頁
。
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「
人
民
ノ
名
二
於
テ
」
論
争
は
、
外
交
に
人
民
の
意
見
が
反
映
さ
れ
る
こ
と
を
ど
う
考
え
る
の
か
を
め
ぐ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
否
定
を

前
提
と
し
た
う
え
で
、
語
句
が
外
交
大
権
を
侵
す
か
ど
う
か
と
い
う
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
、
前
章
で
み
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
議
論

は
深
ま
ら
ず
、
水
掛
け
論
に
終
始
し
た
。
他
方
、
人
民
の
名
に
お
い
て
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
こ
そ
が
重
要
だ
と
す
る
意
見
も
あ
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
外
交
の
民
主
化
が
進
展
す
る
時
代
に
あ
っ
て
、
人
民
の
総
意
で
戦
争
を
廃
絶
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
問
う
主
張
で
あ
る
。
こ
の
章
で
は
、

外
交
の
民
主
化
を
肯
定
し
、
条
約
の
意
義
を
積
極
的
に
認
め
る
論
理
を
分
析
し
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
一
九
二
九
年
五
月
に
刊
行
さ
れ
た
小
冊
子
『
不
戦
条
約
中
「
人
民
の
名
に
於
て
」
の
問
題
』
は
、
美
濃
部
達
吉
が
編
集
し
た
東
京
帝
国
大
学

法
学
部
教
授
（
立
作
太
郎
、
高
柳
賢
三
、
高
木
八
尺
、
神
川
彦
松
）
の
意
見
を
集
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
立
は
、
前
章
で
み
た
と
お
り
の
見
解
、
す
な
わ
ち
「
「
人
民
の
名
に
於
て
」
は
先
述
の
如
く
、
「
人
民
の
利
益
及
び
感
情
に
順
適
す
る
も
の
と



し
て
」
の
意
義
を
有
す
る
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
人
民
の
主
権
の
思
想
を
含
む
こ
と
な
く
、
か
く
の
如
き
字
句
が
わ
が
国
の
金
隊
無
欠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
国
体
を
殿
傷
す
る
に
足
ら
な
い
こ
と
は
、
明
白
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
「
人
民
ノ
名
二
於
テ
」
と
い
う
語
句
の
背
景
に
あ
る
思
想
を
取
り
上
げ
て
評
価
し
た
の
が
、
高
柳
・
高
木
・
神
川
で
あ
る
。

　
高
柳
は
、
「
民
意
を
尊
重
せ
ん
と
す
る
近
代
政
治
の
風
潮
の
外
交
の
方
面
に
お
け
る
～
表
現
」
で
「
こ
の
文
句
が
本
条
約
に
特
に
挿
入
せ
ら

れ
た
真
の
意
味
が
あ
る
」
と
し
て
、
「
天
皇
ノ
名
ニ
オ
イ
テ
偏
の
代
わ
り
に
「
人
民
」
の
語
が
あ
る
と
解
釈
す
べ
き
で
は
な
い
と
し
た
。
つ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

り
、
冒
跨
Φ
墨
筆
①
o
h
が
代
理
関
係
を
示
す
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
留
意
尊
重
の
た
め
に
お
か
れ
た
語
句
だ
と
の
解
釈
で
あ
る
。

世
界
大
戦
後
に
溜
る
外
交
の
経
過
並
に
不
戦
条
約
締
結
の
経
過
等
を
研
究
し
て
居
る
者
に
と
っ
て
は
、
所
謂
「
国
民
外
交
」
的
傾
向
の
事
実
と
、
他
の
条
約

に
先
例
を
見
な
い
「
人
民
ノ
名
二
於
テ
」
の
文
句
が
本
条
約
に
挿
入
せ
ら
れ
た
事
実
と
の
間
に
不
可
分
離
の
関
連
が
存
す
る
の
で
あ
る
こ
と
は
殆
ど
疑
い
の

余
地
な
き
迄
に
明
か
な
事
柄
で
あ
る
。
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

国
内
的
に
民
意
に
基
い
た
政
治
を
行
は
せ
ら
る
・
こ
と
は
益
々
国
体
の
精
華
を
発
揮
す
る
所
以
で
こ
そ
あ
れ
、
之
を
傷
付
く
る
も
の
で
は
な
い

不戦条約論再考（酒井〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
高
木
も
「
天
皇
、
世
界
の
公
論
の
趨
向
を
叡
慮
し
結
ひ
、
国
民
人
心
の
帰
趨
を
洞
察
し
給
ひ
、
「
国
民
の
名
に
託
て
」
戦
争
の
廃
寺
を
宣
し

給
ふ
偏
と
い
う
こ
と
だ
と
し
た
。
神
川
も
ま
た
同
様
に
「
今
日
の
国
際
通
念
に
お
い
て
は
こ
の
語
句
は
国
際
連
盟
の
思
想
と
国
際
連
帯
の
観
念

と
並
に
国
際
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
思
潮
に
合
致
す
る
も
の
と
見
る
を
得
べ
く
、
国
際
上
に
お
い
て
は
何
等
奇
異
の
感
を
惹
起
せ
ざ
る
ふ
つ
う
の
も

の
」
と
論
じ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
「
人
民
ノ
名
二
於
テ
」
が
、
外
交
の
民
主
的
傾
向
や
国
際
民
主
主
義
の
反
映
だ
と
解
釈
す
る
論
者
に
と
っ
て
は
、
訳
語
は
そ

の
ま
ま
で
一
向
に
か
ま
わ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
第
二
章
の
論
争
と
大
き
な
違
い
は
、
民
主
的
傾
向
を
積
極
的
に
評
価
し
て
い
る
点
で
あ

る
が
、
日
本
が
民
主
主
義
で
あ
る
と
の
解
釈
は
三
者
と
も
慎
重
に
避
け
て
、
徳
宿
を
く
み
取
る
こ
と
が
天
皇
の
叡
慮
の
現
れ
だ
と
し
て
い
る
。
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こ
の
点
に
　
歩
踏
み
込
ん
だ
の
が
編
者
の
美
濃
部
達
吉
で
あ
る
。
美
濃
部
は
、
「
過
去
現
在
将
来
を
通
じ
て
国
家
を
構
成
す
る
人
々
の
全
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

か
ら
成
る
国
体
は
即
ち
国
家
そ
れ
自
身
扁
と
し
て
、
ピ
ー
プ
ル
ズ
を
「
国
家
」
と
訳
す
べ
き
だ
と
し
た
が
、
よ
り
興
味
深
い
の
は
、
民
主
主
義

が
日
本
の
国
体
に
反
し
な
い
と
し
た
点
で
あ
る
。
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近
代
的
の
民
衆
政
治
の
思
想
は
、
日
本
の
憲
法
に
於
い
て
も
等
し
く
採
用
せ
ら
れ
て
居
る
所
で
、
そ
れ
は
「
万
機
公
論
に
決
す
る
」
の
思
想
で
あ
り
、
帝
国

憲
法
発
布
の
上
諭
に
於
い
て
、
畏
く
も
「
其
ノ
（
臣
民
ノ
）
翼
賛
二
依
リ
與
二
継
目
国
家
ノ
進
運
ヲ
扶
持
セ
ム
コ
ト
ヲ
望
ミ
扁
と
宣
た
ま
は
せ
た
の
も
、
同

じ
思
想
の
現
は
れ
と
拝
察
せ
ら
る
。
民
衆
政
治
の
思
想
は
決
し
て
主
権
在
民
を
要
点
と
す
る
思
想
で
は
な
く
、
専
ら
専
制
政
治
に
反
対
し
て
、
国
民
の
意
向

を
以
て
政
治
の
基
調
と
す
る
思
想
で
あ
る
。
…
…
天
皇
が
各
国
と
共
に
戦
争
の
廃
棄
を
宣
言
し
た
ま
ふ
に
当
り
、
そ
れ
を
年
令
国
家
を
構
成
す
る
総
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

人
々
の
意
向
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
た
ま
ふ
の
が
、
如
何
に
し
て
わ
が
国
体
に
抵
触
す
る
所
が
あ
ら
う
か
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
美
濃
部
の
帝
国
憲
法
解
釈
は
、
当
時
も
っ
と
も
規
範
的
な
も
の
と
し
て
権
威
が
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
天
皇
機
関
説
を
と
る

美
濃
部
は
、
天
皇
は
国
政
を
総
署
す
る
が
、
そ
れ
は
天
皇
の
独
裁
専
制
を
意
味
せ
ず
、
国
民
の
代
表
機
関
で
あ
る
議
会
を
中
心
に
政
治
を
お
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

な
う
の
が
、
立
憲
君
主
欄
で
あ
る
帝
国
憲
法
に
適
し
て
い
る
と
し
て
い
た
。
よ
っ
て
、
人
民
の
名
に
お
い
て
不
戦
条
約
を
天
皇
が
締
結
す
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

を
否
定
す
る
こ
と
は
、
「
日
本
が
今
も
専
制
主
義
非
国
民
外
交
主
義
の
国
な
る
こ
と
を
世
界
に
告
白
せ
ん
と
す
る
も
の
」
で
、
そ
の
方
が
国
体

を
傷
つ
け
る
と
い
う
論
理
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
不
戦
条
約
に
効
力
が
な
く
無
意
味
だ
と
す
る
意
見
に
反
論
し
た
の
が
信
夫
淳
平
だ
っ
た
。
信
夫
は
早
く
も
一
九
二
八
年
に
二
三
〇
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

を
こ
え
る
『
不
戦
条
約
論
』
を
刊
行
し
、
条
約
の
意
義
を
詳
細
に
論
じ
た
。
こ
の
本
で
は
、
不
戦
実
現
の
可
否
、
従
来
の
戦
争
防
止
策
、
不
戦

条
約
の
背
景
と
他
の
条
約
と
の
関
係
な
ど
が
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
信
夫
の
論
点
こ
そ
が
議
会
や
専
門
家
が
本
来
考
察
を
く
わ
え
る
べ
き

も
の
で
あ
っ
た
。
本
稿
の
目
的
は
不
戦
条
約
の
国
際
法
上
の
位
置
づ
け
を
評
価
す
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
第
一
章
で
も
触
れ
た
条
約
の
有
効
性



に
関
係
す
る
範
囲
で
信
夫
の
議
論
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　
信
夫
は
『
不
戦
条
約
藤
下
の
結
論
部
で
、
不
戦
条
約
に
対
す
る
六
点
の
批
判
へ
の
反
論
を
あ
げ
た
。
ま
ず
、
不
戦
条
約
が
不
要
だ
と
い
う
意

見
に
つ
い
て
は
、
「
土
用
の
折
に
も
、
悪
感
に
冒
さ
れ
れ
ば
浴
衣
の
上
に
搬
砲
を
重
ね
る
こ
と
も
」
必
要
と
い
う
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
国
際

連
盟
加
入
を
求
め
る
の
は
「
狸
の
皮
算
段
と
揮
ば
な
い
」
。
次
に
ア
メ
リ
カ
の
動
機
に
疑
い
が
あ
る
と
す
る
意
見
も
あ
る
が
、
あ
る
国
に
平
和

主
義
と
覇
道
主
義
が
同
居
す
る
の
は
一
般
的
な
こ
と
で
、
「
社
会
の
先
覚
者
に
し
て
努
力
倦
ま
ず
ん
ば
、
結
局
化
し
て
一
の
健
全
な
る
国
論
を

形
成
せ
し
む
る
こ
と
決
し
て
困
難
で
は
な
く
」
、
「
提
議
そ
れ
自
身
の
価
値
を
正
視
す
る
の
が
望
ま
し
い
」
と
す
る
。
紛
争
を
仲
裁
裁
判
に
か
け

る
と
し
て
も
、
日
本
に
不
利
な
判
決
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
に
対
し
て
は
、
「
そ
は
余
り
に
人
を
不
信
用
視
す
る
も
の
」
と
退
け

た
。
こ
う
し
た
意
見
は
、
信
夫
の
希
望
的
観
測
に
す
ぎ
ず
説
得
力
に
欠
け
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

　
た
だ
し
、
信
夫
は
無
根
拠
に
希
望
を
表
明
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
ハ
ー
グ
平
和
会
議
で
決
ま
っ
た
常
設
仲
裁
裁
判
所
設
置
（
一
八
九
九
年
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ア
メ
リ
カ
国
務
長
官
ブ
ラ
イ
ア
ン
の
提
案
し
た
包
括
的
・
義
務
的
仲
裁
裁
判
所
案
、
国
際
連
盟
の
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
、
ロ
カ
ル
ノ
条
約
と

繰
り
返
さ
れ
て
き
た
、
戦
争
防
止
の
た
め
の
枠
組
み
づ
く
り
の
試
み
を
評
価
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
条
約
は
、
政
治
的
妥
協
に

終
わ
る
仲
裁
に
す
ぎ
な
い
も
の
、
司
法
的
で
あ
っ
て
も
管
轄
範
囲
が
限
定
さ
れ
応
訴
義
務
が
な
い
も
の
な
ど
、
多
く
の
欠
陥
を
有
し
て
い
た
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
歴
史
を
無
意
味
だ
と
し
て
、
不
戦
条
約
も
ま
た
無
効
力
だ
と
決
め
つ
け
る
だ
け
で
よ
い
の
か
と
い
う
問
い
か
け
を
信
夫
は

お
こ
な
う
。

不戦条約論再考（酒井）

外
交
は
今
日
と
て
も
正
義
が
そ
の
基
礎
で
な
く
、
国
家
本
位
の
権
略
で
あ
る
か
ら
、
不
戦
条
約
な
ど
到
底
実
行
の
能
き
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
や
う
な

論
で
あ
る
。
…
…
け
れ
ど
も
、
そ
の
故
を
以
て
外
交
は
正
義
を
基
礎
に
せ
ぬ
も
の
な
り
と
断
定
す
る
の
は
、
決
し
て
正
し
き
判
断
と
は
称
し
難
い
。
…
…
世

問
は
詐
欺
や
ペ
テ
ン
の
み
、
交
際
に
徳
義
も
人
情
も
あ
っ
た
も
の
に
非
ず
と
云
へ
ば
、
而
し
て
実
際
に
そ
う
信
ず
る
な
ら
ば
、
交
際
は
全
然
難
き
ず
、
そ
の

人
は
一
人
の
友
を
も
得
な
い
で
一
生
孤
立
す
る
の
外
な
い
。
又
世
間
は
、
決
し
て
そ
ん
な
に
片
寄
つ
た
筈
の
も
の
で
は
な
い
。
外
交
と
て
も
、
今
日
の
外
交
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を
支
配
す
る
も
の
は
　
国
の
利
害
の
み
で
な
く
し
て
、
実
に
国
際
の
輿
論
で
あ
る
。
国
際
の
輿
論
を
無
視
す
る
国
家
本
位
一
天
張
り
の
外
交
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ん
と
し
て
も
行
へ
る
筈
な
く
、
一
時
は
行
へ
る
に
し
て
も
長
へ
に
成
功
す
る
理
が
な
い
。

之
を
行
は
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こ
の
～
節
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
信
夫
は
国
際
世
論
の
カ
を
重
視
し
て
お
り
、
「
国
家
又
は
政
府
の
名
に
着
て
す
る
外
交
に
非
ず
ん
ば

外
交
に
非
ず
と
い
へ
る
旧
来
の
外
交
観
念
は
既
に
時
代
錯
誤
に
落
ち
、
時
代
は
名
実
共
に
人
民
外
交
一
耳
慣
れ
た
る
語
で
云
へ
ば
国
民
外
交

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

（
℃
Φ
8
H
③
げ
α
昼
§
8
≦
∪
6
一
§
巴
Φ
暴
け
δ
邑
の
）
1
の
世
に
移
り
つ
・
あ
る
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
第
六
の
批
判
点
、

不
戦
条
約
が
ア
メ
リ
カ
中
心
の
新
た
な
国
際
連
盟
の
よ
う
に
な
る
こ
と
を
危
惧
す
る
意
見
に
も
、
そ
れ
は
「
国
際
的
嫉
妬
」
で
あ
り
、
「
自
ら

省
み
て
之
を
凌
駕
す
べ
き
実
力
を
養
ふ
」
べ
き
で
、
こ
う
し
た
自
覚
と
見
識
を
も
て
ば
、
不
戦
条
約
が
い
か
に
意
義
の
あ
る
も
の
で
あ
る
か
理

解
で
き
る
と
し
た
。
ち
な
み
に
、
信
夫
が
「
人
民
ノ
名
二
君
テ
扁
に
関
し
て
は
、
こ
の
訳
語
の
ま
ま
で
問
題
な
く
、
立
と
同
様
、
厳
粛
に
宣
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

す
る
の
と
同
義
の
形
容
語
句
に
す
ぎ
な
い
と
し
た
の
は
、
そ
の
立
場
か
ら
し
て
当
然
と
い
え
る
。

　
白
熱
し
た
「
人
民
ノ
名
二
於
テ
」
論
争
は
、
条
約
の
評
価
や
国
際
協
調
主
義
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
意
見
の
違
い
が
小
さ
く
、
外
交
の
民
主

化
を
い
か
に
考
え
る
か
と
い
う
点
こ
そ
が
、
決
定
的
な
議
論
の
わ
か
れ
騒
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
信
夫
と
同
様
に
不
戦
条
約
の
意
義
を
高
く
評
価

し
た
松
原
一
雄
は
、
「
人
民
ノ
名
言
於
テ
」
が
正
し
い
翻
訳
だ
と
し
た
上
で
、
ケ
ロ
ッ
グ
国
務
竜
宮
の
発
言
を
引
き
つ
つ
次
の
よ
う
に
主
張
し

⑭
た
。

（
ケ
ロ
ッ
グ
は
一
引
用
者
）
不
戦
条
約
の
背
後
に
は
世
界
の
輿
論
が
あ
る
こ
と
、
輿
論
を
背
景
と
し
て
不
戦
の
宣
言
は
な
さ
れ
た
こ
と
、
不
戦
条
約
の
力
は

世
界
の
輿
論
に
あ
る
こ
と
を
反
復
力
説
し
て
居
る
。
氏
の
謂
う
如
く
「
世
界
の
輿
論
を
後
援
と
し
背
景
と
す
る
こ
と
」
（
σ
書
落
七
重
昏
Φ
窟
σ
膏
o
b
一
巳
。
口

o
h
筈
Φ
≦
o
臣
α
）
、
之
れ
が
問
題
の
語
句
「
人
民
の
名
に
於
て
」
の
真
の
意
味
で
あ
る
。
：

不
戦
条
約
を
生
か
そ
う
と
す
る
入
は
1
之
を
破
壊
し
よ
う
と
か
、
之
を
法
律
的
に
つ
・
き
壊
は
さ
ん
と
す
る
人
は
別
で
あ
る
が
一
不
戦
条
約
を
法
律
的



に
ほ
じ
く
る
よ
り
政
治
的
に

と
を
指
摘
し
て
居
る
。

（
但
し
内
政
的
の
意
味
で
は
な
い
）
取
扱
ふ
べ
き
こ
と
、
制
裁
の
有
無
を
論
ず
る
よ
り
も
世
界
の
輿
論
に
重
点
を
置
く
べ
き
こ

羅く1戴条浮勺論再雪琴（酒井）

　
す
な
わ
ち
、
国
際
法
上
も
し
く
は
外
交
政
策
術
上
で
不
戦
条
約
に
欠
陥
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
民
意
を
基
礎
に
お
い
た
外
交
政
策
の
推
進
が

求
め
ら
れ
る
時
代
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
見
通
せ
ば
、
人
民
の
名
に
お
い
て
戦
争
放
棄
が
宣
言
さ
れ
た
意
義
は
あ
る
と
と
ら
え
得
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
外
交
の
民
主
化
を
重
撹
す
る
論
者
の
見
解
は
、
「
人
民
ノ
名
二
於
テ
」
論
争
の
な
か
で
嫉
小
化
さ
れ
、
本
格
的
な
論

戦
に
は
発
展
し
な
か
っ
た
。

　
不
戦
条
約
は
、
従
来
の
研
究
が
着
目
し
て
き
た
実
効
性
の
問
題
や
い
か
に
政
争
の
具
に
さ
れ
た
か
と
い
う
点
で
は
な
く
、
外
交
の
民
主
化
が

重
視
さ
れ
る
国
際
環
境
に
あ
っ
て
、
日
本
の
「
国
体
」
を
い
か
に
調
和
さ
せ
、
か
つ
外
交
に
お
け
る
衆
愚
政
治
と
民
主
主
義
の
バ
ラ
ン
ス
を
ど

う
調
整
す
る
の
か
と
い
う
点
で
、
画
期
と
な
る
意
味
を
も
つ
は
ず
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
総
論
で
は
国
際
秩
序
へ
の
順
応
と
平
和
希
求
の
精
神
を

称
揚
す
る
な
か
に
あ
っ
て
、
「
国
民
外
交
」
を
肯
定
し
た
論
者
と
目
を
背
け
た
論
者
と
の
懸
隔
は
、
古
典
的
外
交
に
よ
っ
て
た
つ
国
際
協
調
主

義
の
行
方
を
占
う
も
の
で
も
あ
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

①
美
濃
部
達
吉
挙
隅
不
戦
条
約
中
「
人
畏
の
名
に
於
て
」
の
問
題
睡
日
本
評
論
社
、

　
一
九
二
九
年
。

②
　
立
作
太
郎
「
国
体
小
悪
の
虞
れ
は
な
い
」
、
同
上
所
収
。

③
高
柳
賢
三
「
入
民
ノ
名
ニ
オ
イ
テ
」
に
つ
い
て
」
、
同
上
所
収
。

④
高
柳
「
「
人
民
ノ
名
二
於
テ
」
に
つ
い
て
北
三
吉
氏
に
答
ふ
」
、
同
上
所
収
。
引

　
用
は
、
二
三
頁
、
＝
二
頁
。

⑤
美
濃
部
達
吉
「
不
戦
条
約
字
句
の
問
題
」
同
上
所
収
。

⑥
美
濃
部
「
不
戦
条
約
の
字
句
再
考
」
同
上
所
収
。
引
用
は
、
六
三
～
六
四
頁
。

⑦
　
美
濃
部
『
現
代
憲
政
評
論
』
岩
波
書
店
、
一
九
三
〇
年
、
同
『
議
会
制
度
論
』

　
日
本
評
論
社
、
～
九
三
〇
年
。
な
お
、
注
⑤
・
⑥
の
評
論
は
、
噸
現
代
憲
政
評
論
』

　
に
も
所
収
さ
れ
て
い
る
。

⑧
　
美
濃
部
「
不
戦
証
約
の
字
句
再
考
」
同
上
所
収
、
六
五
頁
。

⑨
信
夫
淳
平
内
不
戦
条
約
論
臨
国
際
連
盟
協
会
、
一
九
二
八
年
。
な
お
、
信
夫
に

　
つ
い
て
は
、
酒
井
哲
哉
『
近
代
日
本
の
国
際
色
序
論
協
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
、

　
第
二
章
を
参
照
。

⑩
ハ
ー
グ
平
和
会
議
の
常
設
仲
裁
裁
判
所
、
ブ
ラ
イ
ア
ン
の
提
案
に
つ
い
て
は
、

　
拙
著
鳴
近
代
日
本
外
交
と
ア
ジ
ア
太
平
洋
秩
序
㎞
第
二
章
で
論
じ
た
。

⑪
　
信
央
㎎
不
戦
条
約
三
民
、
二
一
＝
頁
。
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⑫
信
夫
「
不
戦
条
約
研
究
上
の
諸
問
題
」
㎎
国
際
知
識
㎞
第
九
巻
第
四
号
、
～
九

　
二
九
年
四
月
、
七
～
一
九
頁
。
信
夫
の
国
民
外
交
論
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
外
交

　
の
民
主
化
と
国
際
協
講
主
義
　
　
「
国
民
外
交
論
」
を
中
心
に
」
欄
史
林
』
九
四
巻

　
第
一
号
、
二
〇
一
一
年
一
月
、
一
〇
六
～
＝
西
頁
を
参
照
。
な
お
、
信
夫
に
は

　
『
不
戦
条
約
論
瞼
以
降
も
、
条
約
に
関
す
る
論
文
や
著
作
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の

　
内
容
と
意
義
に
深
入
り
す
る
こ
と
は
本
項
の
目
的
か
ら
離
れ
る
た
め
別
稿
を
期
し

　
た
い
。

⑬
信
夫
「
不
戦
条
約
研
究
上
の
諸
問
題
」
七
～
八
頁
。

⑭
松
原
～
雄
「
不
戦
条
約
の
解
釈
に
つ
い
て
」
噸
外
交
待
報
口
口
入
七
号
、
一
九

　
二
九
年
五
月
、
一
～
｝
○
頁
。
引
用
は
九
～
～
○
頁
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
こ
こ
ま
で
み
た
よ
う
に
、
日
本
に
お
け
る
不
戦
条
約
を
め
ぐ
る
議
論
は
次
の
三
点
に
集
約
さ
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
第
一
は
、
不
戦
条
約
が

戦
争
放
棄
も
し
く
は
違
法
化
に
効
力
を
発
揮
す
る
の
か
否
か
と
い
う
点
。
第
二
は
、
条
約
中
の
文
言
「
人
民
ノ
名
二
於
テ
」
が
、
天
皇
大
権
を

侵
す
か
否
か
と
い
う
点
。
第
三
は
、
国
際
世
論
や
国
内
世
論
の
力
に
よ
っ
て
、
国
際
平
和
の
重
要
性
を
訴
え
る
と
い
う
よ
う
な
外
交
を
評
価
す

る
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
こ
の
う
ち
、
も
っ
と
も
議
論
が
さ
か
ん
だ
っ
た
の
は
、
第
二
点
目
の
「
人
民
ノ
名
二
於
テ
」
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
野
党
民
政
党
な
ど

が
こ
の
語
句
は
天
皇
大
権
を
侵
す
も
の
だ
と
主
張
し
た
た
め
、
枢
密
院
で
の
条
約
批
准
が
遅
滞
し
、
結
局
留
保
宣
言
を
付
帯
す
る
こ
と
で
決
着

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

が
は
か
ら
れ
た
。
し
か
し
、
米
国
提
案
の
ま
ま
調
印
し
た
内
田
康
哉
全
権
は
面
目
を
つ
ぶ
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
枢
密
顧
問
官
を
辞
任
し
た
。
こ

う
し
た
政
争
を
背
景
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
「
人
民
ノ
名
田
於
テ
」
論
争
は
い
っ
そ
う
激
化
し
た
。
し
か
し
、
大
権
侵
犯
か
否
か
で

激
し
く
対
立
し
た
論
者
間
で
は
、
条
約
の
精
神
に
は
異
論
が
な
い
点
、
条
約
の
効
力
が
小
さ
い
と
考
え
る
点
、
民
意
に
関
係
な
く
天
皇
大
権
が

行
使
さ
れ
る
と
い
う
点
で
見
解
は
一
致
し
て
い
た
。
語
句
じ
た
い
は
、
条
約
の
本
質
に
か
か
わ
る
部
分
で
は
な
く
英
語
学
論
争
に
な
っ
て
し
ま

い
、
国
際
協
調
か
国
体
擁
護
か
と
い
う
点
も
程
度
差
の
問
題
で
、
双
方
決
定
的
な
説
得
力
を
も
た
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
れ
ま
で
の

諸
研
究
が
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
「
人
民
ノ
名
二
於
テ
」
論
争
は
不
毛
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
国
民
外
交
も
し
く
は
外
交
の
民
主
化
の
時
代
が
到
来
し
て
い
る
と
認
識
し
た
論
者
は
、
「
人
民
ノ
名
野
菊
テ
」
と
い
う
一
節
こ
そ
が
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そ
の
現
れ
だ
と
評
価
し
た
。
ピ
ー
プ
ル
は
「
人
民
」
と
訳
し
て
問
題
な
く
、
人
民
の
意
思
を
天
皇
大
権
に
よ
っ
て
実
現
す
る
こ
と
は
、
な
ん
ら

国
体
に
反
し
な
い
と
い
う
意
見
だ
っ
た
。
一
国
内
の
世
論
を
反
映
し
そ
れ
を
連
動
さ
せ
国
際
世
論
と
し
て
戦
争
廃
絶
を
掲
げ
る
政
治
的
効
果
を

重
視
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
制
度
的
な
問
題
は
あ
り
つ
つ
も
、
不
戦
条
約
は
有
意
義
な
も
の
と
な
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
、
信
夫
淳
平
は
そ
う
し

た
立
場
か
ら
積
極
的
に
条
約
を
肯
定
し
た
と
い
え
る
。

　
本
来
の
内
容
か
ら
い
っ
て
、
不
戦
条
約
で
論
ず
べ
き
は
第
｝
と
第
三
の
点
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
信
夫
の
よ
う
な
条
約
評
価
は
む
し
ろ
少

数
で
、
お
お
か
た
の
意
見
は
条
約
の
効
力
を
認
め
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
日
本
の
対
外
政
策
に
影
響
は
出
な
い
と
さ
れ
、
中
国
大
陸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
お
け
る
日
本
の
軍
事
行
動
が
、
は
た
し
て
不
戦
条
約
の
禁
じ
る
と
こ
ろ
と
な
る
の
か
と
い
っ
た
点
で
議
論
は
深
ま
ら
な
か
っ
た
。
第
　
章
で

触
れ
た
が
、
不
戦
条
約
締
結
国
は
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
か
ら
、
自
衛
権
の
範
囲
に
は
注
文
を
つ
け
た
。
な
に
よ
り
提
案
国
で
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
自

身
、
モ
ン
ロ
ー
主
義
は
不
戦
条
約
に
抵
触
し
な
い
と
の
立
場
で
あ
っ
た
。
条
約
評
価
派
で
あ
っ
た
信
央
は
、
自
衛
権
の
濫
用
を
戒
め
る
こ
と
を

主
張
し
つ
つ
も
、
「
自
衛
行
為
は
、
臆
し
も
敵
国
の
我
が
領
土
に
現
に
襲
撃
を
加
へ
た
場
合
の
み
と
は
限
ら
ず
、
我
が
死
活
的
権
利
利
益
の
侵

迫
に
対
す
る
凡
ゆ
る
平
和
手
段
に
求
め
、
而
も
対
手
国
が
誠
意
を
以
て
之
を
迎
へ
ず
、
甚
し
き
は
桐
喝
以
て
曇
れ
を
屈
せ
し
め
ん
と
す
る
が
如

き
に
対
し
、
吊
れ
已
む
な
く
救
済
を
干
文
に
訴
ふ
る
の
は
、
こ
れ
亦
明
か
に
自
衛
戦
を
以
て
論
ず
る
こ
と
が
能
き
る
」
と
拡
大
解
釈
も
可
能
な

　
　
　
　
　
　
　
③

理
解
を
示
し
て
い
た
。
「
死
活
的
権
利
利
益
」
と
は
な
に
か
、
相
手
国
の
ど
う
い
う
行
動
が
自
衛
の
根
拠
に
な
る
の
か
な
ど
、
論
じ
る
べ
き
点

は
多
々
あ
っ
た
。
し
か
し
、
政
府
は
日
本
が
自
衛
権
の
問
題
を
も
ち
だ
せ
ば
、
か
え
っ
て
疑
念
を
招
く
と
し
て
消
極
的
態
度
を
と
っ
た
。
と
こ

ろ
が
、
満
州
事
変
の
勃
発
に
よ
り
、
ま
さ
に
自
衛
権
の
問
題
が
日
本
の
国
際
的
立
場
を
決
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
く
わ
え
て
本
稿
が
重
視
し
た
の
は
、
第
三
の
点
で
あ
る
。
民
主
化
の
進
展
と
外
交
政
策
の
関
係
を
ど
う
考
え
る
の
か
は
、
政
党
政
治

が
定
着
し
そ
う
で
あ
っ
た
当
時
の
日
本
に
と
っ
て
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
民
主
化
に
触
れ
る
と
、
天
皇
大
権
や
国

体
に
話
題
が
及
ぶ
た
め
、
議
論
は
お
よ
び
腰
の
も
の
に
な
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
不
戦
条
約
は
、
そ
の
国
際
平
和
を
希
求
す
る
精
神
に
は
多
く
が

賛
同
し
、
か
つ
日
本
の
国
益
を
侵
害
す
る
ほ
ど
の
効
力
が
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
だ
け
に
、
外
交
の
民
主
化
や
民
意
と
天
皇
大
権
の
関
係
を
冷
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静
に
議
論
す
る
絶
好
の
機
会
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
は
政
争
に
端
を
発
し
た
無
意
味
な
語
句
論
争
に
あ
け
く
れ
た
。

点
を
指
摘
し
た
の
が
官
僚
か
ら
社
会
政
策
学
者
と
な
っ
た
永
井
亨
で
あ
る
。

こ
の
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問
題
と
い
ふ
の
は
何
も
条
約
の
内
容
に
関
す
る
実
体
上
の
問
題
で
は
な
く
、
た
f
の
声
明
の
形
式
に
関
す
る
字
句
の
問
題
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
。
…
…
し

か
も
そ
れ
は
民
政
の
名
を
冠
す
る
政
党
所
属
の
人
々
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
。
寺
主
政
治
を
行
は
ん
た
め
の
政
党
の
間
に
論
争
さ
れ
た
問
題
で

あ
る
。
嘗
て
は
憲
政
の
神
と
ま
で
民
衆
に
推
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
～
議
員
の
質
問
に
か
・
る
問
題
で
あ
る
。
世
界
の
大
勢
に
最
も
よ
く
通
じ
て
を
る
べ
き
筈
の

外
交
官
の
闘
に
論
戦
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
。
…
…

無
党
み
な
こ
れ
国
際
条
約
の
声
明
形
式
に
関
す
る
字
句
が
帝
国
憲
法
条
章
中
の
字
句
と
抵
触
す
る
や
否
や
の
問
題
と
み
れ
ば
こ
そ
い
か
や
う
に
も
諒
解
し
得

た
の
で
あ
ら
う
。
問
題
の
存
す
る
と
こ
ろ
は
そ
こ
で
は
な
い
。
旧
来
の
主
権
論
や
鱈
国
論
に
囚
は
れ
て
寒
入
民
の
名
」
を
云
々
す
る
こ
と
が
金
主
と
人
民
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

を
峻
別
せ
ん
と
の
か
・
る
思
想
が
　
　
果
し
て
日
本
の
国
体
の
真
義
を
誤
ま
り
憲
政
の
発
達
を
阻
み
累
を
国
体
に
及
ぼ
す
虞
な
き
や
否
や
に
あ
っ
た
の
だ
。

　
永
井
は
君
民
～
体
の
政
体
で
あ
る
日
本
社
会
で
は
、
君
主
と
国
民
は
対
立
関
係
で
は
な
く
、
民
主
主
義
は
問
題
な
く
実
現
さ
れ
る
と
論
じ
る

が
、
こ
こ
で
は
そ
の
当
否
が
問
題
で
は
な
い
。
日
本
に
お
け
る
民
主
化
の
あ
り
か
た
に
深
入
り
せ
ず
、
政
治
家
・
官
僚
や
知
識
人
が
皮
相
な
国

体
論
を
も
ち
だ
し
て
政
争
の
具
に
す
る
「
「
人
民
の
名
」
を
通
じ
て
現
は
れ
た
世
相
」
が
問
題
だ
と
す
る
指
摘
こ
そ
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
そ

の
意
図
で
、
「
人
民
ノ
遅
牛
於
テ
」
論
争
は
、
中
身
の
無
意
味
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
際
協
調
主
義
者
さ
え
民
主
化
の
進
展
に
伴
う
国
際
秩

序
や
外
交
政
策
の
変
容
に
無
理
解
で
あ
っ
た
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
示
唆
す
る
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
。
外
交
の
民
主
的
統
制
は
、
い
わ
ゆ
る

「
新
外
交
」
の
眼
匿
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
鈍
感
な
ま
ま
で
、
い
か
に
し
て
欧
米
諸
国
と
の
協
調
を
維
持
し
て
い
く
の
か
、
ま
た
い

か
に
し
て
中
国
な
ど
の
新
興
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
対
応
し
て
い
く
の
か
。
国
際
協
調
主
義
者
は
満
足
の
い
く
回
答
を
出
せ
な
い
ま
ま
に
終

わ
っ
た
。
く
わ
え
て
、
戦
争
放
棄
の
内
実
に
関
す
る
議
論
、
自
衛
権
の
範
囲
に
つ
い
て
の
議
論
に
も
正
面
か
ら
向
き
合
う
こ
と
を
回
避
し
た
こ



と
は
、
こ
の
後
の
日
本
外
交
混
迷
の
一
因
と
な
る
。
大
権
干
犯
問
題
に
揺
れ
た
ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
条
約
締
結
や
「
民
意
」
に
支
持
さ
れ
る
満

州
事
変
は
目
前
に
迫
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

①
伊
藤
隆
・
広
瀬
順
晧
編
『
牧
野
伸
顕
日
記
』
中
央
公
論
社
、
一
九
九
〇
年
、
王

　
六
四
頁
。

②
信
夫
墨
筆
は
、
「
不
戦
条
約
と
満
蒙
自
衛
権
」
『
外
交
時
報
』
五
九
ヨ
万
、
一
九

　
二
九
年
七
月
、
皿
～
～
～
頁
で
、
自
衛
権
で
満
蒙
で
の
治
安
維
持
の
た
め
の
武
力

　
行
使
を
自
衛
権
で
説
明
で
き
る
か
ど
う
か
、
「
例
の
『
入
隅
の
名
に
於
て
㎞
の
問

　
題
に
於
け
る
と
均
し
く
、
当
初
の
取
扱
振
り
に
於
て
聯
か
慎
重
を
欠
け
る
の
誹
を

　
免
れ
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

③
信
夫
『
不
戦
条
約
甲
山
、
一
三
～
～
入
頁
。

④
永
井
亨
「
「
人
民
の
名
」
を
通
じ
て
見
た
る
日
本
偏
『
外
交
晴
報
』
五
九
三
号
、

　
｝
九
二
九
年
八
月
、
一
七
～
二
六
頁
。
3
一
用
は
、
前
段
は
一
七
頁
、
後
段
は
二
六

　
頁
。
同
門
国
民
外
交
に
就
い
て
の
一
考
察
」
噸
外
交
時
報
睡
五
八
四
号
、
一
九
二

　
九
年
四
h
月
、
　
一
工
ハ
六
～
二
七
六
頁
、
同
噸
日
本
思
相
心
弧
醐
』
早
稲
…
田
大
瀞
†
山
碍
版
部
、

　
｝
九
二
九
年
、
第
五
章
～
第
八
章
も
参
照
。

※
本
稿
は
、
平
成
二
四
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
若
手
B
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
京
都
橘
大
学
文
学
部
助
教
）
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Recently，　assemblymeR　have　been　researched　mainly　with　a
prosopograpkical　approach　in　modern　and　coRtemporary　FreRch　history．　But

the　focus　has　been　on　the　occupations　of　assemblymen．　The　occupations　of

the　assemblymen　were　often　heid　as　concurrent　posts，　and，　in　the　politicai

life　of　one　politician，　plural　occupations　of　the　assemblymen　might　be

experienced　gradually　over　time．　So　they　need　to　be　researched　in　the

framework　of　the　people　who　were　elected，　not　each　individual

assemblyman．　1　present　here　a　perspective　for　reconsidering　the　framework

for　the　entire　body　of　people　who　were　elected　aRd　hope　to　comprehend　the

political　culture　of　la　Re’Publique　Parlementaire　that　embraces　the　e’lus　in　this

new　framework．

　The　Significance　of　the　Debate　on　“ln　the　Names　of

Their　Respective　People”　in　Reassessing　the　Debate　on

　　　　　　　　　　　　　　the　Kellogg－Briand　Pact

　　　　　　　　　as　an　lnstrument　of　National　Policy

by

SAKAI　Kazuomi

　　　The　aim　of　this　paper　is　to　explore　the　relationship　betweeR　the

democratization　of　diplomacy　and　international　cooperative　diplomacy

through　an　examination　of　the　domestic　debates　that　broke　out　in　Japan　over

the　Kellogg一一Briand　Pact　as　an　lnstrument　of　National　Policy．　The

Kellogg－Briand　Pact　was　proposed　by　the　United　States，　but　it　was　not

inteRded　to　actually　renounce　war　but　to　pander　instead　to　the　anti－war

sentiment　of　the　public．　A｝though　the　Kellogg－BriaRd　Pact　had　the　character

of　an　international　peace　prociamation，　tke　clause　reading　“in　the　names　of

thelr　respective　peoples”　was　criticized　in　Japan　as　violating　the　sovereignty

of　the　emperor　and　became　a　political　issue．　Pedantic　and　futile　disputes

over　this　clause　then　ensued．　Premised　on　the　idea　that　concluding　a　treaty

on　the　basis　of　the　soverelgnty　of　the　people，　the　disputes　centered　on

whether　the　emperor　was　included　among　the　people　and　whether　“in　the

（486）



name　of　the　people”　indicated　representative　govemment　However，　the

views　of　the　participants　in　the　dispute　were　in　agreement　regarding　the

idea　that　the　treaty　would　have　no　effect　and　that　it　would　be　a　denial　of　the

democratization　of　diplomacy．　ln　contrast，　Talgayanagi　Kenz6，　Shinobu　Junpei

and　others　who　emphasized　“people’s　diplomacy，”　that　is　to　say　the

democratizatioR　of　diplomacy，　appreciated　the　significance　of　a　treaty

concluded　“in　the　Rames　of　their　respective　peoples．”　They　advocated　that

concluding　a　treaty　in　the　name　of　the　people　and　the　democratization　of

diplomacy　would　not　be　a　violation　of　imperial　sovereignty　in　a

constitutioRal　monarchy．　IR　essence，　the　importaRt　point　in　the　dispute　over

the　Kel｝ogg－Briand　Pact　was　not　in　the　wording，　but　how　Japan　would

respond　to　the　democratization　of　diplomacy．　However，　the　issue　of　the

exteRt　of　the　right　of　self－defense　along　with　the　argument　on　the

democratization　of　diplomacy　remained　superficial，　and　the　treaty　was

concluded　under　the　condition　that　the　“in　the　names　of　their　respective

peoples”　was　not　to　apply　to　Japan．　ln　this　article　1　point　out　that　a　cause　of

the　confusion　in　Japanese　diplomacy　was　the　fact　that　even　many　of　the

advocates　of　ineernational　cooperation　turned　their　backs　on　“people’s

diplomacy．”

（　485　）


